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○午後１時００分開会 

○西村委員長 

 ただいまより区民委員会を開会いたします。 

 本日はお手元の審査・調査予定表のとおり、報告事項、所管事務調査、行政視察報告書についておよ

びその他と進めてまいります。 

 本日も効率的な委員会運営にご協力をよろしくお願いいたします。 

                                              

１ 報告事項 

 ⑴ 品川区再犯防止推進計画（素案）に係るパブリックコメントの結果について 

○西村委員長 

 それでは、予定表１、報告事項を聴取いたします。 

 初めに、⑴品川区再犯防止推進計画（素案）に係るパブリックコメントの結果についてを議題に供し

ます。 

 本件につきまして、理事者よりご説明願います。 

○宮澤地域活動課長 

 私から、品川区再犯防止推進計画（素案）に係るパブリックコメントの結果についてご報告いたしま

す。昨年９月２５日の区民委員会で、パブリックコメントの実施についてご報告したところでございま

すが、本日はその実施結果の報告となります。お手元の資料をご覧ください。 

 １でございます。品川区再犯防止推進計画につきましては、計画策定に向け、品川区再犯防止推進委

員会を設置し、素案の内容を検討してまいりました。今回パブリックコメントでのご意見を踏まえ、一

部修正がございまして、それらを反映させたものが別紙１のとおりとなっております。修正箇所につい

ては後ほど説明させていただきます。 

 パブリックコメントの結果でございますが、意見募集期間は令和５年１０月１日から１０月３１日ま

での１か月間、実施いたしました。 

 意見募集の周知・閲覧場所および意見の応募方法については、資料に記載のとおりでございます。 

 ５をご覧いただきまして、意見の応募状況でございますが、応募者が５名で、意見は１０件いただい

たところです。 

 次に、６でございます。寄せられたご意見の要旨と、区の考え方についてでございます。別紙２をご

覧ください。 

 １０件のご意見の内訳でございます。まず、計画全体に関するご意見が１件、第１章、計画の基本的

な考え方に関するご意見が３件、第２章の品川区における再犯防止を取り巻く状況に関するご意見

が１件、その他に関するご意見が５件という状況でございました。 

 今回いただいたご意見を基に計画を修正した部分につきましては、まず別紙２の１ページ、２と、お

めくりいただいて３のご意見でございます。どちらも計画（素案）１ページの第１章、計画の基本的な

考え方の１２行目に記載のあった、「犯罪をした人たちに関わらず」という表現についてのご意見をい

ただいたところです。これにつきましては、分かりやすい表現として、「品川区においては、犯罪をし

た人たちだけでなく、広く区民を対象とした様々な支援を提供しています」という表現に修正をしたと

ころでございます。 

 また、別紙２を見ていただきまして、下の５の意見の方です。５のご意見で、計画（素案）３ページ
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にある、第２章、品川区における再犯防止を取り巻く状況に記載のある、刑法犯検挙者中の再犯者数・

再犯者率の推移の説明文中の誤りをご指摘いただきまして、「初犯者数の約半数」という表現ですが、

「刑法犯検挙者数の約半数」と、ご指摘を踏まえて修正をしたところでございます。 

 パブリックコメントのご意見を踏まえて修正したのは、以上の２か所となります。 

 それらを反映したものが別紙１となっておりまして、そのほかのご意見および区の考え方につきまし

ては、別紙２の記載のとおりになっております。 

 最初の資料に戻っていただきまして、７、計画の公表につきましては、広報しながわ３月１日号にて、

パブリックコメントの結果とともに公表させていただきます。また、あわせて計画の決定稿につきまし

ては、区のホームページに掲載することに加えまして、区政資料コーナーおよび地域活動課にて閲覧も

できるようにする予定でございます。 

○西村委員長 

 説明が終わりました。 

 本件に関しまして、ご質疑等がございましたらご発言をお願いいたします。 

 いかがでしょうか。よろしいですか。 

○石田（ち）副委員長 

 パブリックコメントを行って、それで結果ご説明をいただきました。 

 件数としては、１０件ですね。広く意見を募るというところでは少し少ないかなとは思いますけれど

も、この再犯防止推進計画という、そのものもなかなかとっつきにくいというか、区民としては今後何

をどうというものもあると思うのですが、この人数的にということを、区としてどう考えているのかと

いうことと、あとパブリックコメントとしては、私は少し少ないかなと感じているのですけれども、そ

こで寄せられた意見、私も見せていただきましたが、文言等の整理等が多いかなというところで、この

計画自体、まだ素案ですけれども、仕上げていくに当たっての意見や、課題というか、何かもう少しこ

うしたほうがなど、今の時点であればお伺いできればと思います。 

○宮澤地域活動課長 

 まず１つ目、パブリックコメントのご意見は１０件というところでございました。今回ホームページ

や広報等を通じてご意見を募集した結果、この件数というところでございます。区民の方からのご意見

という形は１０件ではございましたけれども、これ以外にも、再犯防止推進委員会として、保護司の

方々であったり、民生委員の方にご意見をいただいているところ、そういったところを総合的に踏まえ

て検討していくというところです。 

 このご意見を踏まえて今後というところでございますけれども、ご意見の中にも、１のご意見の中で

数値目標等を入れたらどうかというようなご意見もございました。今回初めて計画を策定するというと

ころから、広く、既に実施しています取組というものを１つ見える化するような形で、計画として盛り

込んでおります。こういったご意見を踏まえて、また５年後には改定をする予定でもございますので、

今後計画が動き出してから、状況等を踏まえながら検討していきたいなというところです。 

○石田（ち）副委員長 

 区として再犯防止推進をしていくということで、要は犯罪をしてしまった方々に対して、また、少し

若い層の、素案の中にも、薬物事犯の割合が大きいということもあったりするので、こうしたことを区

は、この計画をつくっているのは地域振興部ですけれども、そうすると、そのような若い人たちの犯罪

というところでいうと、児童相談所などと、何か連携というか、計画との関わりで何か連携していく部
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分というものはあるのですか。 

○宮澤地域活動課長 

 この再犯防止推進計画を策定して、庁内で関係課から再犯防止推進委員会にも入っていただいて、そ

こで全庁的に、横断的に検討していくという中で、この計画になっております。その中で、犯罪を犯し

てしまった方の再犯を防止するというところで、それらの方々への支援というものを、様々各部署で

行っております。そのようなものを一元化的に、この計画の中に取りまとめてきているというところと、

計画策定後には関係各課等にも情報共有しながら、必要な支援であれば、それぞれの部署において結び

つけていくというところでございます。それは福祉部門にしても、子育て部門にしても同じようなとこ

ろでございます。 

○西村委員長 

 ほかにいかがですか。 

○えのした委員 

 ご説明ありがとうございます。 

 私も議員になる前から保護司として活動しておりまして、昨年、同じ会派のせお議員からも、山本譲

司さんの『獄窓記』の話がありまして、私も『累犯障害者』を読ませていただきましたが、昨年刑務所

にも視察に行ってお話を伺ったところ、やはり高齢者が多い、障害者も多いと。やはり生活困窮者の再

犯率が高いのではないのかななどと見受けられるところもあります。区として、本当に様々な支援につ

ながるサービスや取組もあると思いますので、５年後、それからこの５年間を経て見直しになると思い

ますが、丁寧に進めていただければと思います。こちら一つ要望です。 

○藤原委員 

 まずそもそも討論なのですけれども、なぜこの再犯防止推進計画を地域活動課でやることになったの

ですかということが１点と、この再犯防止推進委員会には、例えば民生委員などが入っていらっしゃる

のでしたか。では民生委員だと、福祉部ですよね。保護司の課だと、地域活動課ではないですよね。 

〔「地域活動課」と呼ぶ者あり〕 

○藤原委員 

 地域活動課ですか。では、先ほど全庁的とおっしゃっていたけれども、どのような形に具体的になっ

ているのかということが２点目ですか。 

 それと、実際に現場に接していると思う生活安全担当課長、この素案がこのような形で上がってきて

いるのですが、これ、現場を知っている方が見てどのように感じられるか、教えていただけますか。 

○宮澤地域活動課長 

 まず、最初のご質問の、どのような形でというところでございます。まず、社会を明るくする運動と

いうものを地域活動課で所管していまして、そこから品川区保護司会を地域活動課で所管させていただ

いております。犯罪を犯した方とまさに対話をして直面する保護司の方々というところがございまして、

地域活動課でこの計画を所管させていただきました。ただ、犯罪を犯してしまった方への支援というも

のは様々な部署で行っておりますので、再犯防止推進委員会という形で関係各課にも携わっていただき、

計画を策定、素案の検討をしてきたということでございます。 

○河合生活安全担当課長 

 私のほうから現場サイド、警察の立ち位置ということだとは思うのですけれども、再犯防止というと

ころで、犯罪を犯してしまった方は、孤立しがちになりますとやはり再犯率が高くなりますので、区、
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行政等で連携しながら関与していく必要があるという、それに基づいて、それぞれの立場で計画を立て

ておりますので、やはりこの計画が策定されるということはいいことだというところで、現場としても

感じるところでございます。 

○藤原委員 

 今日のこれは素案ですから、ここまで踏み込んではいけないと思うのですけれども、確かに再犯防止

するということは大事だと思うのですが、犯罪ということにおいていうならば、その犯罪が起きたとき

に、加害者、被害者ということで分けるならば、被害者もいるわけです。再犯防止は大事なのです。だ

けれども、まず最初は、被害者の方たちに対しても救済、および行政として手を携えるということは私

は大事だと思うのです。今日は答えられないかもしれないけれども、区として被害者に対しても手厚く

していっていただきたいと思うのです。そのような流れというものは、今答えられる範囲でどのような

形になっているのでしょうか。 

○宮澤地域活動課長 

 犯罪被害者支援というところでございます。パブリックコメントのご意見のほうにもございまして、

区としての取組というところです。例えば別紙２の９のご意見を見ていただきますと、犯罪被害者支援

というところで、区民相談室で情報提供や助言、また、区内の４警察署と合同でのキャンペーンを実施

しているというところです。犯罪被害者支援に関しても、やはり様々な部署で取組というものを行って

おりまして、庁内横断的な検討の会議も行っているところでございます。 

○河合生活安全担当課長 

 地域活動課長から話がありましたとおり、関係部署が連携してということで、区のほうですと生活安

全担当と人権啓発課、広報広聴課で、相談者の、被害者の窓口を広くつくりまして、それに基づいて、

ニーズへの対応等はそれぞれが担当して、個別具体的に丁寧に取り扱うというところで連携していると

ころでございます。 

○西村委員長 

 そのほかに、ご発言はございますか。 

○横山委員 

 ご説明ありがとうございました。１点確認なのですけれども、パブリックコメントは今回５名の方か

ら１０件いただいたということで、こちらの計画に関することなのですが、ほかの部署にも関わるよう

な、いろいろなご意見があるかと思うのですけれども、そうした部分は連携いただいたり、情報共有い

ただいてという形で、計画に反映するとともに、ご意見としてどのように伝わっているのかなというと

ころを確認させてください。 

○宮澤地域活動課長 

 パブリックコメントでいただきましたご意見の中には、地域活動課の所管を超えたものもございまし

た。それらに踏まえましては、該当する担当部署に、ご意見の内容とともに区の考え方という部分に関

しても、作成に協力いただきながらやっているところでございます。また、この計画の素案を最終的に

決定に持っていくところにつきましては、再犯防止推進委員会で、改めてパブリックコメントの内容も

踏まえた形で、意見聴取を再度しているというところでございます。 

○横山委員 

 この１のご意見に対する区の考え方のところにもあるかと思うのですけれども、今回体系化・見える

化をしていただくというところから始めていただくということで、そこがやはり第一歩だというように、



－5－ 

このパブリックコメントを見ていても感じたところです。ぜひ今回はこういった形で、いろいろ情報共

有等をしていただきながら、例えば人権とは何かというところ、人権の対象者は誰なのかというところ

であったり、あとは少し地域活動課の所管からは外れてしまいますが、いじめの課題に対して、被害者、

加害者双方へのメンタルサポートの強化というようなご意見であったり、あと再犯防止の観点からは、

やはりその方々の生まれ育った家庭環境や病気、障害など、そういった背景があって、必ずしも罰則が

あるとか、厳しくすればルールを守るというわけではないような、そういった状況やケースもあるとい

うこともあるかと思いますので、まずは現在の部分を体系化・見える化していただいて、区民全体の理

解を深めていただくということが、まず第一、この５年では大変重要なのかなと思うのですけれども、

区のお考えをお聞かせください。 

○宮澤地域活動課長 

 今委員ご指摘のとおり、今回こういった形で事業の体系化、また見える化ということで、これまで取

り組んでいる支援というものを一つ総合的に、計画に載せました。今後、それぞれの部署との横の連携

は引き続き行っていきながら進めていきたいと考えているところでございます。 

○西村委員長 

 よろしいですか。 

 では、ほかにご発言がないようですので、以上で本件を終了いたします。 

                                              

 ⑵ 戸籍法改正（令和６年３月１日施行）による戸籍事務の変更について 

○西村委員長 

 次に、⑵戸籍法改正（令和６年３月１日施行）による戸籍事務の変更についてを議題に供します。 

 本件につきまして、理事者よりご説明願います。 

○吉野戸籍住民課長 

 私から、戸籍法改正（令和６年３月１日施行）による戸籍事務の変更について、ご説明いたします。

お手元の資料をご覧ください。 

 １の概要です。今回の法改正により、全国市区町村の戸籍情報システムを連携しまして、戸籍の副本

情報を活用することになりました。今お話しした副本なのですけれども、こちらは戸籍法第８条に、

「戸籍は、正本と副本を設ける」ことと規定されております。正本は本籍地の自治体、副本は管轄の法

務局で管理することとされております。本籍地で正本が更新されますと、副本へも随時データ更新をし

まして、データ連携をしているところです。今回このデータを活用しまして、区民の皆様がどのように

便利になるのか、２に３月１日から変わることと、３に今後変更が予定されることを記載させていただ

きました。 

 ２の変更内容です。 

 (1)戸籍証明書等の広域交付開始です。これまでは、戸籍証明書は本籍地の市区町村でないと発行が

できなかったのですが、変更後は全国の市区町村の窓口で発行が可能となります。ただし、請求は本人、

配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属に限ります。また、この戸籍法改正に関

わる品川区手数料条例の一部を改正する条例は、第１回定例会で議案提出をさせていただく予定になっ

ております。 

 資料に図を掲載させていただいております。こちらは法務省のホームページから引用させていただき

ました。現状と、令和６年３月１日からの事務の流れのイメージ図を掲載させていただきました。 
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 資料の裏面をご覧ください。 

 (2)の婚姻や離婚などの届出時における戸籍証明書等の添付省略です。変更前は、戸籍の届出の際は

戸籍証明書の添付が必要だったのですが、今回からこちらの添付も不要になります。 

 次に、３の今後の予定ですけれども、まだこちらは予定になっておりまして、各省庁がどの申請を対

象にするかなど、詳細が不明なところではありますが、大まかな業務の流れについて記載させていただ

いております。 

 ３の(1)マイナンバー制度の活用による戸籍証明書等の添付省略です。対象は、税、社会保障、災害

の手続きに関する業務になります。マイナンバーを申請先の行政機関に提示することで、戸籍証明書の

添付の省略が可能となります。 

 次に、(2)戸籍電子証明書の活用による戸籍証明書等の添付省略です。先ほどはマイナンバーを活用

する方法をお伝えしたのですけれども、こちらの対象は、先ほどの税、社会保障、災害以外の業務が対

象となります。マイナンバーの代わりに戸籍電子証明書提供用識別符号を申請時に行政の窓口に提示す

れば、戸籍証明書の添付の省略が可能となります。今お伝えしました戸籍電子証明書提供用識別符号、

これは簡単に言いますと、パスワードのようなものになります。このパスワードは、紙とオンラインの

両方で対応できる想定とされております。資料の内容の市区町村の①と②のところにも、戸籍電子証明

書提供用識別符号と記載させていただいております。①は紙の通知書、②はオンラインによる発行によ

るものになります。また、このパスワードの発行の請求先ですけれども、①の通知書であれば各自治体

の窓口、②のオンラインであれば、インターネットなど法務省へのシステムへのアクセスでの請求が想

定されているところです。 

 最後に区民周知です。２月１１日号の広報しながわ、ホームページで掲載を予定しております。 

○西村委員長 

 説明が終わりました。 

 本件に関しまして、ご質疑等がございましたらご発言をお願いいたします。 

○あくつ委員 

 ご説明ありがとうございます。今、区役所の中にもマルチコピー機が置いてあって、これも新しいも

のに入れ替わって、いわゆる品川区以外の本籍地の戸籍も取れるようになっています。コンビニでも当

然取れるようになっていますけれども、ただその場合は、そのマルチコピー機にマイナンバーカードで

認識をして先方の自治体とやり取りをする。それで、営業日で３日間とか、５日間とか置かないと取得

できないというような仕組みになっておりますが、今回、この法改正によって、品川区の窓口に行った

場合に、もうその場でやり取りをして、電子的な形で、先方の役所の、いわゆる人的なものとはやり取

りをしないで、もうオンライン上で全てやり取りをして、その場で他自治体での本籍地の戸籍が取れる

ようになる、戸籍謄本が取れるようになるという、このようなことでよろしいのでしょうか。 

○吉野戸籍住民課長 

 委員のご指摘のとおり、その場で即時でオンラインでつながって、即時発行が可能になります。 

○あくつ委員 

 今まで相続の手続き等で、いわゆる亡くなった方の出生から逝去までの戸籍を全て取らなければいけ

ないということがあって、そのやり取りは、結構本籍が変わっていて、役所が変わっていて、それを探

すという結構大変な作業があって、それを専門家等に依頼をしていることもあるのですけれども、例え

ば、では品川区の窓口に行って、個人の出生から逝去までの全ての戸籍謄本が欲しいのですけれどもと



－7－ 

お願いをした場合には、それは今後はやっていただけるのでしょうか。 

○吉野戸籍住民課長 

 出生から死亡まで全部調べて、その場で交付します。 

○あくつ委員 

 すごく画期的なことなのですが、いわゆる原戸籍など、かなり役所の中で調べないとというか、通常

では見られない、今のコンビニ交付等では見られないような戸籍というのもあるのですが、それも、今

までだったら郵送で、印紙等を何千円分か入れて送って調べてください、と。それで足りなければまた

後で追加で請求が来たりして、そのような非常な苦労があったのですが、そのようなものも一瞬という

か、その１回の手続きで、利用者が来ればそれは終わるという認識で、最後これだけお伺いします。 

○吉野戸籍住民課長 

 委員のご指摘のとおり、原戸籍も、改製原戸籍も全て取れます。ただ、やはりデータの持ち方という

のがＰＤＦで、昔の戸籍はＰＤＦの形になっているのです。ですから、ちょっと中を見なければいけな

いということもありますので、すぐにではないのですけれども、お時間をいただいて、全部の発行は可

能です。 

○西村委員長 

 ほかにご発言はございますか。 

○横山委員 

 今のところで少し確認なのですけれども、法務省のホームページを見ると、「コンピュータ化されて

いない一部の戸籍・除籍を除きます」と書いてあるのですが、ＰＤＦ化されていればコンピュータ化さ

れているという認識でよろしいのでしょうか。その辺りを教えてください。 

○吉野戸籍住民課長 

 実は戸籍は、改製原を何回かやっておりまして、平成の改製原のときに、そういったコンピュータ化、

要するに項目化をしました。そういった項目化されているものはもうデータ化されているのですけれど

も、それ以外の、それ以前のもの、縦書きになっている戸籍に関しましてもＰＤＦになっています。一

応法務省のほうでは今そのような形になっているのですけれども、令和２年に大体データ化できたとい

うような話を伺っております。 

○西村委員長 

 ほかによろしいですか。 

○あくつ委員 

 すみません、もう１点だけ。 

 例えば戸籍を遡るということは、先ほど直系尊属であればできるということになっていますが、これ

は今までもそうだったと。特に今回のことに関して、この手続きで兄弟は駄目となっていますけれども、

特に何かそこは、狭まったり広まったりということはないと。今までの手続きどおりで変わらないとい

うことでよろしいのでしょうか。 

○吉野戸籍住民課長 

 今までは本籍地であれば、いわゆる第三者請求などといったものができました。いわゆる兄弟で委任

したり、そういったことができたのですが、今回の広域に関しましては、他自治体にもわたりますので、

これに関しては、直系尊属、直系卑属のみが対象になります。 

○西村委員長 
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 よろしいですか。 

 では、ほかにご発言がないようですので、以上で本件を終了いたします。 

                                              

 ⑶ 「第３３回伝統の技と味／しながわ展」の開催について 

○西村委員長 

 次に、⑶「第３３回伝統の技と味／しながわ展」の開催についてを議題に供します。 

 本件につきまして、理事者よりご説明願います。 

○小林商業・ものづくり課長 

 私からは、「第３３回伝統の技と味／しながわ展」の開催について、お手元の資料に沿って説明いた

します。 

 最初に目的ですけれども、品川区の伝統的産業を区民に広く紹介し、区内の伝統的産業の振興と発展

を図ることを目的として、毎年度開催しているものでございます。 

 ２、日時ですけれども、本年は今週末の１月２７日土曜日、２８日日曜日、両日とも午前１０時から

午後４時に開催いたします。 

 ３、会場につきましては、昨年同様、きゅりあん７階のイベントホールでございます。 

 ４の主催でございますが、品川区および品川区伝統工芸保存会でございます。 

 ５の出展者としまして、（１）品川区伝統工芸保存会のほか、味の販売者、これは当日会場内で、お

茶やパン、和菓子などの販売を行う区内のお店のことを指しております。そして（３）品川区商店街連

合会、（４）しながわ観光協会となります。 

 ６、主なイベントですけれども、複数のブースに分かれておりまして、（１）の技ブースでは、保存

会の職人の方々による実演を行います。（２）の体験ブースでは、参加者が、例えばですけれども、漆

のお箸作りですとか、畳でコースターを作るなど、そのようなたくみの技を実際に体験していただく機

会を設けます。（３）のステージでは、伝統工芸の成り立ちや歴史の講義を行う、４人の職人の方によ

るトークイベントを実施します。（４）の味ブースですけれども、先ほど出展者のところで触れました

とおり、お茶、パン、和菓子などのお店のほか、商店街連合会、あるいはしながわ観光協会のご協力に

よりまして、洋菓子、煎餅などの食品も販売していただきます。昨年５月に新型コロナウイルス感染症

が５類に移行したことによりまして、行動制限がなくなりましたので、今回から会場内でご飲食いただ

けるようにしております。（５）の遊びブースでは、ご家族で来場される方も多いイベントでございま

すので、お子さん向けの昔遊び、コマやけん玉ですけれども、あるいは早川町の間伐材を使った積み木

遊びが可能なコーナーを設けます。 

 ７の広報につきましては、開催当日までに広報しながわ、産業ニュース、ちらし、ポスター掲示、区

ＳＮＳ、品川ケーブルテレビ、インターＦＭなどを通じて幅広く周知してまいります。 

 最後に８の予算ですけれども、きゅりあんの会場等使用料のほか、会場設営・実演委託料等、あるい

はポスター・チラシ作成等を合わせまして、合計で４２７万円でございます。 

 新型コロナウイルスに伴う行動制限がなくなりましてから初めての開催でありまして、委員の皆様を

はじめ、多くの方々にご来場いただければと考えております。 

○西村委員長 

 説明が終わりました。 

 本件に関しまして、ご質疑等がございましたらご発言をお願いいたします。 
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 よろしいですか。 

 では、ご発言がないようですので、以上で本件および報告事項を終了いたします。 

                                              

２ 所管事務調査 

 ⑴ 町会・自治会支援について 

○西村委員長 

 次に、予定表２の所管事務調査を行います。 

 本日は、昨年７月４日の委員会において決定いたしました所管事務調査項目のうち、町会・自治会支

援についておよび中小企業支援についての２つの調査を行ってまいります。 

 初めに、⑴町会・自治会支援についてを議題に供します。 

 まず理事者より、資料に基づき、町会・自治会活動の活性化に向けた区の取組についてご説明いただ

きまして、その後、ご質疑、ご意見等をお願いしたいと思いますので、理事者より説明をお願いいたし

ます。 

○宮澤地域活動課長 

 私から所管事務調査、町会・自治会支援について、活動活性化に向けた取り組みを説明させていただ

きます。Ａ３判横の資料が２枚ございます。ご覧ください。 

 まず、１、「品川区町会および自治会の活動活性化の推進に関する条例」についてでございます。こ

の条例制定から８年が経ったところでございますが、改めて条例制定の経緯や内容について、説明いた

します。 

 （１）をご覧いただきまして、条例制定の経緯でございますけれども、町会・自治会は古くから地域

コミュニティの核として、地域社会の発展のために重要な役割を果たしてきたところでございます。し

かしながら、法制上は単なる地縁組織の一つでしかなく、その法的な位置付けが明確ではありませんで

した。そこで、区は、町会・自治会の位置付けを明確にし、町会・自治会の活動を後押しするため、

「町会・自治会のあり方と区との協働に関する調査研究委員会」を立ち上げました。学識経験者や町

会・自治会関係者に入っていただきまして、平成２６年より２か年にわたり、全７回にわたる審議を行

いました。その審議を経て、町会・自治会がより力を発揮しやすい仕組みをつくるとともに、区の支援

策の再構築が必要であると考えまして、２３区初となる条例を制定したものでございます。 

 次に、（２）の条例の内容をご覧ください。条例の大まかな内容につきましては、まず、町会・自治

会の位置付けの明確化ということで、町会・自治会を良好な地域コミュニティの維持と形成に関する区

の協働の最大のパートナーとして、位置付けを明確にしました。次に、区民・事業者に対する参加協力

依頼ということで、区民は、町会・自治会活動に積極的に参加し協力するよう努めること、それから事

業者は、町会・自治会の活動に協力するよう努めること、マンション事業者に対しては、「地域連絡調

整員」の選任を義務付けいたしました。区のほうは、区の責務の明確化ということで、区は町会・自治

会と協働して、地域コミュニティの活性化の施策を実施すること、また、町会・自治会活動への参加お

よび加入促進について支援を行うことということを明確化したものでございます。 

 次に、（３）条例制定後の状況でございます。まず、①の条例制定から５年目に、「町会・自治会活

動活性化促進調査」として、区内２０１の町会・自治会を対象に、２か年にわたり実施いたしました。

これは条例制定により、町会・自治会活動がしやすくなったなどの声をいただいたり、また、多くの補

助制度を打ち出すなど支援を強化してきたところですが、支援による効果や有効性が測りづらいもので



－10－ 

あることから、各町会・自治会の状況の変化等を把握して、今後の新たな支援策の検討に活かすことを

目的に、調査を実施したものでございます。アンケート調査やヒアリング調査を行い、これらを通じて

改めて見えてきたことといたしまして、町会・自治会における課題としましては、加入者の減少であっ

たり、役員の高齢化や担い手の固定化、マンションとの関係づくりなどに悩みを抱えていること、また、

町会・自治会が求めている支援としては、補助金などの財政的な支援や、町会・自治会への加入や活動

の参加を促進する施策、地域課題への情報提供や相談といった内容となっております。次に、②の予算

等の推移でございます。条例制定以降、区としても活動活性化のための支援策を積極的に展開している

ところでございますけれども、予算の推移については、②の記載のとおり、様々な支援事業の実施に伴

いまして、条例制定前に比べ予算規模を増加させてきたという状況でございます。 

 それでは、資料の右側をご覧ください。 

 ２の主な具体的な取り組みについてでございます。 

 まず、（１）各種補助制度の充実につきましては、様々な補助事業を順次拡大してきているところで

す。今年度につきましては、コロナ後の町会・自治会活動の本格再開による事業実施を後押しするた

め、５月補正予算にて、児童参加地域事業補助制度と新規事業定着化補助制度、この２つにつきまして

は、補助率や上限額など内容の拡充を行ったところでございます。 

 ここで、もう一枚のＡ３判横の資料をご覧いただいてよろしいでしょうか。こちらは各町会・自治会

への補助金一覧ということで添付しておりますけれども、現在は１４の補助メニューを用意していると

ころです。町会・自治会の活動に、これらの補助金を活用していただいているということです。条例制

定前は補助メニューが７でございまして、現在１４となっている状況でございます。この表の上

段、１つ目と２つ目が、補正予算を組みました２つの補助金です。特に児童参加地域事業補助金につき

ましては、右側をご覧いただきまして、今年度の執行状況でございます、１２月末時点で１２０件の申

請をいただいております。コロナ前の令和元年度の実績が４３件の申請だったので、大分大幅に伸びて

いるという状況でございます。補助金につきましては、このほか物品の購入に関するものや、町会会館

など活動の拠点に関するものなど、様々用意しているという状況でございます。 

 資料は最初の資料にお戻りいただきまして、（２）で加入促進に関する支援でございます。右側の水

色の枠の部分でございます。各種印刷物の作成・配布として、町会・自治会の加入促進、参加者の増加

につながるため、シナモロールのイラストを活用した町会・自治会加入申し込みハガキであったり、加

入促進用紙袋などを用意して配布しているところでございます。これらは、例えば区の窓口で、引っ越

しによる転入手続きをされた区民の方に対してお渡しする書類を入れる袋としても活用しております。

加入手続きは気軽にオンライン申請ができるように、ハガキやそれらの袋につきましても、ＱＲコード

を付けるなどの工夫をしているといったところでございます。 

 次に、（３）の伴走型支援プログラムの実施をご覧ください。こちらは、町会・自治会が求める支援

として、地域課題への情報提供や相談の充実、これに対応するものでございまして、令和４年度から開

始した支援でございます。専門コンサルタントを町会・自治会に派遣して、個別の具体的な課題や悩み

に寄り添って、支援プログラムを計画して実行するものでございます。今年度につきましては、５町会

を対象に実施しております。各町会長との個別のヒアリングの結果、デジタルを活用した情報発信で

あったり、マンションとの交流などといった支援内容となっているところです。このほかのものとして、

交流会の開催というところで、町会・自治会の方にお集まりいただきまして、共通の悩みをテーマに、

地区を越えて情報交換や交流・親睦を図ってまいりました。今年度は２回実施しておりまして、１回目
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はマンションとの協働事例をテーマにしたもの、２回目につきましては、女性の町会長・自治会長にお

集まりいただきまして、実際に町会で活動されている子育て中の若い方をお招きして体験談を聞いて、

若い世代の町会への加入や、活動への巻き込み方というものをテーマに話合いをしたところでございま

す。次に、好事例集の作成・配付でございます。こちらは町会・自治会の先進的な取組、例えばＩＣＴ

を活用した役員や会員間での連絡や町会活動を行っている取組、または、加入促進のために若手住民の

参加を促す工夫をしている取組など、様々町会・自治会によって取り組んでいる好事例につきまして、

地域活動の知恵袋という形で、各町会・自治会の活動の気づきや参考として横展開が図れるように、情

報共有を行っているところでございます。条例の制定以降、財政的な支援だけでなくて、さらなる活動

活性化に向けて、加入促進や個別課題に対応する伴走型支援など、きめ細かい支援に取り組んでいる状

況でございます。 

 最後に３をご覧ください。今後の町会・自治会支援の方向性でございます。こちらは来年度予算案と

の関連が大きいので、本委員会では考え方のみの説明とさせていただきます。今年度も多くの町会・自

治会の皆様からお声をお聞きする中で、やはり新規会員の加入停滞であったり、役員の高齢化や担い手

不足・固定化、また、マンションとの関係づくりなど、課題を抱えているということは認識していると

ころでございます。 

 まず、（１）の地域の多様な団体との連携強化を支援というところでございますが、これは、町会・

自治会は地域コミュニティの核として重要な役割を担っていただいておりますけれども、地域には多様

な団体がございますので、例えば商店街やＮＰＯ、企業など、地域団体同士で顔の見える関係を構築す

ることで、町会・自治会が地域の団体と連携しながら、さらなる活動の活性化を目指せるよう、支援し

ていくものでございます。 

 続いて（２）でございます。マンションとの関係づくりの支援につきましては、マンションの建設段

階から関係づくりを進め、完成後には町会加入や居住者の方の活動の参加に結びついたなどの成功事例

なども複数聞いております。こういった成功事例を分析して、手引のような形で各町会に展開すること

で、マンションとの関係づくりに苦慮している町会に支援をしていきたいと考えているところでござい

ます。 

○西村委員長 

 説明が終わりました。 

 本件に関しまして、ご質疑、意見等がございましたらご発言願います。 

○せらく委員 

 マンションとの関係づくりのことで少し質問したいのですけれども、建設時からのお付き合いで加入

促進というところで、手引を作成するといったご説明をいただきましたが、町会からのお話を聞いてい

ると、やはりワンルームマンションばかり建つだとか、そういったところで若者の一人暮らしが増えて

いると、そのような声が届いておりました。やはり町会に若者、お一人の方が加入することはハードル

が高いのかなと思っておりまして、その建設時から、ファミリー層とワンルームマンションとのバラン

スというものを取っていらっしゃるのかどうか。建設委員会の所管になってしまうのかもしれないので

すけれども、ワンルームマンションの建設について、地域活動課としても関係の所管に地域のことを伝

えているのかなど、そういった点をお聞かせいただければと思います。 

○宮澤地域活動課長 

 町会とマンションとの関係づくりということで、委員ご指摘のとおり、いわゆるファミリー世帯向け
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の分譲マンション以外にも、やはり小規模でもワンルームマンション等の加入というところに苦慮して

いるという町会のお声というものは聞いて、認識しているところです。先ほどマンションとの関係づく

りというところの成功例もあるのですが、成功例までいかなくても、例えばコンサルタントを活用した

支援の中には、やはりそのような、建築段階からではなくて、もう既にあるマンションであったり、ワ

ンルームの住宅の支援というところもあって、どのようにきっかけをつくって、居住者の方等の加入促

進に進めていけるかというところを相談も受けて入っているところであります。なかなか確実な解決方

法というものは難しい分野だとは認識しているのですが、例えば町会によっては、町会のＰＲを含めて、

アンケートをデジタル的な回答でできるような形で、そういったワンルームを含めたマンションも含め

てやるところでございます。 

 ワンルームマンションの規制というものは、特段地域活動課ではしていないところではございますけ

れども、建設段階での開発指導要綱等に、条例のリーフレットや、あとワンルームであれば、いわゆる

売買の際の重要事項説明の際に、同じように条例のリーフレットを説明してもらっていたりというとこ

ろはお願いしているところでございます。ただ、規制という形ではしていないというところです。 

○せらく委員 

 本当になかなか難しい、苦労する部分であろうと思うのですけれども、引き続き成功事例というもの

はしっかり周知していただければと思います。 

 もう１点で、ＩＣＴ活用促進補助金についてなのですけれども、ここが予算に対してなかなか執行が

少ないという状況なのですが、この場合、コンサルタントを町会・自治会に派遣してということで、

今、５町会に派遣されていて、これは毎年同じ町会が申請というか、利用できるものなのか、利用回数

制限などがあるのかを教えていただけますでしょうか。 

○宮澤地域活動課長 

 ＩＣＴ活用促進補助金の部分でございます。まず４件というところで、昨年度から、令和４年度から

この補助金始めていますけれども、大体の活用がパソコンの購入が多いという状況です。コンサルタン

トの活用の部分で、令和４年度からこの伴走型の支援という形を始めさせていただいて、昨年度も５町

会に対して支援をさせていただきました。それで、引き続き希望するかどうかというところも町会には

確認しているところですが、今回に関して、令和４年度、令和５年度は、ともに別々の町会になってお

ります。必要があれば継続的に支援をしていきたいというところです。年度ごとに、今年度行ってい

る５町会に対しても、７月ぐらいから、毎月コンサルタントを含めて会合を持ちながら、支援を進めて

いるというような形です。 

○せらく委員 

 今、町会へ利用するかどうか聞いているというところで、やはり役員の高齢化がある中で、こう支援

がありますよと出しておくだけではなかなか利用が進まないと思ったので、そのように町会に確認して

いただいているということで安心いたしました。 

○えのした委員 

 ご説明ありがとうございます。２３区で初となる品川区町会および自治会の活動活性化の推進に関す

る条例、地域の不動産業者がお話ししていたのですけれども、やはり条例があると、店舗やお引っ越し

の方に町会に入ってくださいということをすごく促しやすくて、条例ができて本当によかったというお

話も伺っております。その中で、条例制定後の状況ということで、区内２０１町会・自治会の状況の変

化等を把握したとありますが、品川全体でも人口が増え、地域でも人口が増えて、マンションの問題も
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あるとは思うのですけれども、どれだけその加入が促進したというか、この町会のうち、何町会が加入

率が上がって、実は下がっている町会もあるようですなど、その辺が分かれば教えていただきたいとい

うことと、今のマンションの話ですが、マンション事業者に対しては地域連絡調整員の選任を義務づけ

るとなっていますけれども、これは本当に今きちんと義務づけていて、区内、区外の業者もいらっしゃ

ると思いますが、そういった方には私お会いしたことがないので、実際きちんと選任されているのかと

いうことを教えていただきたい。 

 あともう一つ、別紙のほう、これ予算になるとは思いますが、補助率や限度額、これ負担が軽くなる、

補助率は上がるということで、物価高もありますし、こうなれば大変ありがたいなとは思っているので

すが、この資料は、見ていて本当に分かりやすいです。ただ、これをもう少し落とし込んでというか、

読んでいてこの事業名はなかなか難しいと思うのです。連合町会ごとに会議をもっているかと思います

けれども、例えばこの町会・自治会活動好事例集というものが品川区広範囲にわたってつくられていま

すが、簡単な資料でいいので、その連合町会の中で、この町会はこういった、何ですか、児童参加地域

事業補助金を使ってこのようなことをやっていますなども、箇条書でも分かりやすくされると、「ああ、

隣の町会はこのようなことで使っているのだ」とか、「あっ、うちの町会もこれだったらこの補助金使

えるな」と、すごく分かりやすいかなと、今この資料を見ていて思ったので、できればそういった取組

もしていただけると、町会の方にはありがたいのかなと感じたのです。これは要望です。 

○宮澤地域活動課長 

 それでは、まず１つ目の条例制定後の加入率でございます。町会単位でどれだけ加入率の増減という

ところの資料はございませんが、区全体というところでの加入率というところで見ると、いわゆる条例

制定時の平成２８年の町会・自治会への加入率は５９.６％でございました。まだ確定値ではないです

が、令和５年度の加入率が５６.１％というところで、３ポイントほど下がっているという現状でござ

います。一方で、少し古くはなりますけれども、令和２年度の特別区での調査での町会加入の、いわゆ

る平均的な推計値というところが５３.７％なので、平均よりは加入率というものが高いのかなという

ところは感じているところでございます。ただ、条例制定時から若干減ってきているという現状はうか

がえているところでございます。 

 あと地域連絡調整員でございますけれども、この条例制定以降から、通算で１１７件の届出をいただ

いております。それで、届出がなされましたら、その該当する町会・自治会に、届出が出ていますがそ

の情報を開示しますかというお声かけはするところではあるのですけれども、それでお伝えして連絡を

取ったというケースもお聞きしておりますし、建築時というところでもございますので、開発業者から

この届出を出すとともに、それとは別に、その建設予定地の各町会・自治会に、直接説明やコンタクト

を取っているというようにもお聞きしているところでございます。 

○えのした委員 

 区全体としては平均よりは高くなってはいるものの、やはり少しポイントが下がっているところもあ

りますので、条例制定されてから８年、これから様々取組をしていただいて、加入率が増えるように

願っております。 

 あと、今の地域連絡調整員ですか、これは先ほど、せらく委員からもマンションの加入率もありまし

たけれども、これマンションが建った後だと、結局、マンションの組合の管理規則、規約というのです

か、その中に盛り込まれていないと、もうそもそも町会に入らなくていいなどとなってしまいますので、

ぜひ、この地域連絡調整員という方がいらっしゃるのであれば、区からも町会へ声かけをしていただい
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て、建築前に連携が取れて、マンション入居者の方も町会に入れるような進め方をしていただけるとあ

りがたいと思っています。 

○あくつ委員 

 品川区は町会・自治会に対しての条例を根拠にして、すごく手厚いサポートをいただいているなとい

うことは常々感じているのですけれども、私の記憶が間違っていたら申し訳ないのですが、法的なこと

の助言のような、いわゆる町会・自治会内で結構トラブルというか、そのようなことが起きたときに、

以前たしか弁護士を派遣していただくような、派遣というか、相談に乗っていただけるような、そのよ

うなメニューがあったと思うのですが、それはまだ生きているのかということと、それは活用されてい

るのかどうかということ。そもそもかなりハードルが高い話だと思うのですけれども、それがまず１点

です。 

 それと、先ほどから出ているマンションの件ですけれども、これもちょっと所管が外れますが、優良

マンション管理計画認定制度が住宅課のほうで令和５年度からスタートしていると思うのですけれども、

ここにも区独自の、認定の基準の中で上乗せで、マンションの地域連絡調整員を設置しなければ優良マ

ンションとしては認めませんということで、それとあと災害のときのマニュアルであるとか、防災訓練

を実施しているかどうかというところが要件になったのですが、そのマンションの地域連絡調整員は、

そもそも条例でも努力義務にはなっていると思うのですけれども、先ほどもちょっと質問がありました

けれども、今どれぐらいのマンションでマンションの地域連絡調整員がいらっしゃるのか。先ほどのや

り取りの中でもし質問が出ていたら申し訳ないのですが、何割ぐらいそのような設置されているという

ことが確認ができているのかということが一つです。 

 最後に、このメニューの中で一番下のところに掲示板設置補助金があって、たまたま私も昨年、町会

の役員をやっているので、担当として、私どもの町会の掲示板を、いわゆる画びょうで抜き刺しやりな

がら貼る形のものを、いわゆるアクリル板で、ふれあい掲示板のような、マグネットでつけて風雨に耐

えられるような形のものに変えました。それで、区にもご相談したり、あと地域の工務店ともご相談を

して、相見積りを幾つかして、それで比較的リーズナブルなものであって、人工合わせて１基につ

き１５万円ぐらいかかりました。ここでは５万円の補助が出るということで、これも活用させていただ

いたのですが、２分の１助成ということでマックス５万円ということなのです。すみません、これはあ

りがたいのですが、人工でいくと、そうすると半額ぐらい出していただけると、町会も様々予算状況が

あって、うちは３基買えましたけれども、４５万円ぐらいはかかったというところもありまして、その

うち１５万円は区から助成が出たということなのですが、多分これが決まったときと比べると、大分、

また時代とともに物価高騰もあって、金額も上がってきたりもしておりまして、できれば少し助成額を

増やしていただきたいという、ちょっと個別の具体的な要望です。 

 ３つ伺います。 

○宮澤地域活動課長 

 まず、弁護士のご相談の部分でございます。町会・自治会の運営サポートということで、現在も弁護

士相談はあります。そのようなサポートをさせていただいています。ただ、町会・自治会からの相談と

いうものは、ここ数年はないですが、平成２６年から始めておりますけれども、過去、複数の相談とい

うものはあって、それに対応しているという状況でございます。 

 続いて、地域連絡調整員ですけれども、これは建築確認を申請する前に提出してくださいというとこ

ろで、この地域連絡調整員の届出は新築時になっております。新築時に地域連絡調整員を出すというと
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ころの、地域連絡調整員の性質は、まずは住人ではなくて、窓口となる開発事業者という形になってお

ります。ここは町会・自治会からもご指摘というか、受けているところではございまして、開発から、

今度は管理会社が出てきてというところで移行していく中で、そこの引継ぎができていないという部分

も町会からのお話を聞いているところでもありますし、町会によっては、そこの引継ぎを開発業者から

管理会社に移る際に３者で会合をもって、きちんと届出というものを、窓口の人をきちんとリレーでつ

ないで、その後居住者とのコンタクトまで結びついたということも、お伺いはしているところではござ

います。届出自体は１１７件出てきておりますが、性質としてはそういった形の方々になっているとい

う状況でございます。 

 すみません。最後の掲示板設置補助に関しましては、ご意見として伺います。 

○あくつ委員 

 弁護士相談については、私も前に議会で提案したことがあるのですけれども、例えばマンションと自

治会が、町会費・自治会費を集める場合に覚書を締結するような、その覚書のひな形のようなものを、

例えば弁護士に相談してつくってもらって、法的にある程度有効なもの、契約書などになってしまうと

多分相手もすごい警戒するので、今までも経験があるのですが、覚書のようなものを弁護士に相談でき

たらいいななどと思ったりしたこともあります。ただ、弁護士は本当にハードルが高いし、多分それも

ご案内があってから数年前で、先ほど数年来ないとおっしゃっていましたが、恐らく町会側で、もうそ

のような制度があるということが風化してしまっている部分もあると思うので、そこのところをもう一

度、このようなことに活用できますよ、例えば町会内の近隣同士のトラブルであったり、行政で対応で

きるものもあるとは思うのですが、その辺りをもう１回周知していただけるとありがたいかなと思いま

す。町会会館に関するトラブルも結構ありますので。 

 それとマンションの管理、マンションの地域連絡調整員制度ですけれども、たしか私の認識では、先

ほど建築のときの開発業者をまずそこで、建築確認のときに出していただくということもそうだと思う

のですが、先ほど移行がうまくいかないと。管理組合でもいいし、例えば管理員でもよかったと思うの

です。管理組合が指名する、いわゆる通いの方でもよかったし、住み込みの方でもよかったと思うので

すけれども、そこのところをやはり明確化して、何か今やっているのかどうか。たしか前に私が質問し

たときに、区内で集合住宅は今８割、これは全てが分譲マンションではないですが、８割という中で百

十数件という、地域連絡調整員の確認ができている数ですから、そこのところを、ここが地域連絡調整

員ですよと示すようなもの、町会・自治会の方が分かるようなものをぜひ。私も回覧板をマンションに

配っていますけれども、どの方が地域連絡調整員というのは全然分からないです。設置されていないの

かもしれませんし、そこのところはしっかり分かるような形にしていただきたいということが１つです。 

 それと、これは所管が変わってしまうのですが、やはりマンションに地域連絡調整員を置くインセン

ティブ、マンション管理計画認定制度にエントリーするにはまずそれを置かなければいけないという要

件がありますけれども、そういったことも含めて、マンション管理計画認定制度が認められればどのよ

うなインセンティブがあるのかということは、またこれは別の所管の話になってしまうのであまり言い

ませんが、そういったところをしっかり明確化、横の連携でしっかりやっていただければなと思います。 

 この一覧になっているものは、今町会・自治会支援の全てが載っているのですか。例えば行政書士の

事務運営サポートはこの中には入っていないのですけれども、これは一部、代表的なものの列挙と、こ

のようなことでよろしいのでしょうか。 

○宮澤地域活動課長 
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 まず補助金の一覧なのですけれども、補助金一覧ということで載せさせていただきました。運営サ

ポートという形で、例えば行政書士であったり、弁護士であったりというところ、また、他課でも町

会・自治会に対して支援している、補助金を含めたメニューなどもございますので、そのようなものを

含めたものの一覧というものも作成して、各地区の町会長・自治会長会議にお邪魔して、説明も毎年し

ているというところでございます。 

 マンションとの覚書というお話ございました。つい先日もとある町会長から、覚書を結んで加入に結

びついたというお声をいただいて、やはり成功例がありますので、そういった覚書も含めて、見える化

して横展開ができれば、各町会・自治会の助けになるのかなと考えていて、今後の方向性という形で先

ほど説明させていただいたところでございます。 

 マンションの地域連絡調整員でございますけれども、やはり町会・自治会の悩みの中によく聞くのは、

マンションの関係づくりというところがございます。連絡員という制度もございますけれども、既存の

マンションとの関係づくりというところも含めて、好事例を横展開していくということは先ほどお話し

させていただきましたが、そういったところから地道にやっていく必要があるのかなと思っているとこ

ろです。 

○西村委員長 

 そのほかに、ご発言がございましたらお願いいたします。 

○横山委員 

 ご説明ありがとうございました。幾つか確認になるのですけれども、２の具体的取り組みについての

（３）好事例集の作成・配付なのですが、こちらは令和４年度のものと、その後の、例えばこのコンサ

ルタントの部分であったり、あと交流会等でいろいろマンションの部分であったり、マンションの住民

の方であったり、そういった側からのご意見や、子育て中の若い世代の方からのご意見などというよう

な、そうした部分の横展開をするツールであったり、あとまとめであったり、令和４年は好事例集をま

とめていただいていますけれども、令和５年、そして来年度も横展開していくには、何かツールがあっ

てそれをという形なのかなと思うのですが、そのイメージを教えていただけたらなと思います。現在と

今後というところで。 

○宮澤地域活動課長 

 資料にございます、この町会・自治会活動の好事例集というものは、こちらが令和３年度末に作り、

各町会・自治会に展開させていただいたという形になっております。令和４年度から伴走型支援に取り

組んでおりますし、交流会も開いておりまして、コンサルタントを活用しておりまして、そのコンサル

タントのまとめた報告書、そこにどこの町会にどのような支援をしたという取組と、あと交流会での議

論というものを載せさせていただいた報告書という形を冊子にまとめまして、これも町会・自治会に展

開して、併せて品川区町会・自治会連合会のホームページでも、資料として見られるような状況にして

いるというところでございます。今年度もコンサルタントの支援というものをしておりまして、そこか

らの、また報告書になったものを町会・自治会に展開していきたいなと思っておりますし、先ほどほか

の委員からもありましたけれども、どこの町会がどのような取組をしたかということをまとめて、それ

を分かりやすい形でまたほかのところに展開するという形も考えているところでございます。 

○横山委員 

 ありがとうございました。確認させていただきました。 

 本当に区では町会・自治会の支援をずっと進めていただいていて、条例制定から８年間経った、あと
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コロナ禍ということで、そういった活動がなかなか難しいという時期を挟んでの再スタートというか、

新しい時代で再構築していくというようなタイミングでありますので、これまで積み上げてきた好事例

をこつこつと活かして横展開していくという、すごくしっかり支援していただくということがとても重

要かなと思いますので、ぜひ引き続きお願いしたいなというところと、この３の今後の方向性のところ

は考え方のみのお話ということで、本日は資料をいただいておりますけれども、特にこの（２）はもち

ろん引き続き重要な部分かなと思いますが、（１）の、現在も好事例集の中にもありますけれども、商

店街やＮＰＯであったり、同じ地域の多様な団体と連携していくという形というものも実際にやられて

いるような事例があると思います。接点づくりというような形で好事例集にも書いてありましたけれど

も、小さい形で取り組みやすいような、大きな一歩を踏み出すということはなかなか、ちょっと時代的

にも難しいところがあると思うのですけれども、お互いの顔の見える関係のような形で一歩進んでいた

だくということが、今のタイミングではすごく重要だと思いますので、この（１）の部分に関して、ぜ

ひ活性化を進めていただきたいなと思っているのですけれども、意気込みというか、どのように考えて

いらっしゃるのか教えてください。 

○宮澤地域活動課長 

 地域の多様な団体との、いわゆる連携強化というところでございますけれども、これまでも、例えば

ＮＰＯと町会がコラボしてやるというところで、町会の会員向けにスマホの、いわゆるデジタル・デバ

イド対策なのですが、スマホの取扱いの説明会というものを、強みを持っているＮＰＯと協力してやっ

ていくというような事例がございました。そのようなところには、いわゆるＮＰＯと町会とのマッチン

グというところがございます。そういったところにも注力はしていきたいと思いますし、また、地域で

活動する団体は本当に様々ございまして、ＮＰＯに限らず様々ございますので、そういったところをど

のように連携していけるかというところにやはり焦点を当てていく必要があるのだろうなと思っており

ます。どのような形で、事業を一緒にするのか、または防災をテーマにするのか。先ほどマンションと

の関係づくりという点でもございますけれども、マンションの管理組合と町会と連携したということを、

今年度この交流会の中でも１回目のテーマとして取り上げてやってみておりますので、そういった好事

例もございますので、そういったところを伸ばしていけるようにしていきたいという思いでございます。 

○横山委員 

 今お話ありましたＮＰＯ等と町会のマッチングということで、マッチングというものはすごく難しい

ことだと思いますので、いろいろ求めている、例えば課題同士とか、課題とその解決の手段、スキルを

持っているＮＰＯだったとしても、様々な観点で、やはりマッチングというものは難しさがすごくある

と思いますので、その辺りもやはりコンサルタントの方の知見を活かしていただいたり、あまり焦り過

ぎずに、事業に、何か実績に結びつけるというところは長期的なゴールとして持ちつつも、まず第一歩

としてはやはり関係性づくり、その質を上げていくというところからでないと、なかなか何かを一緒に

やっていくというところは難しいと思いますので、ゆっくりと丁寧にマッチングを進めていただきたい

と思います。要望で終わらせていただきます。 

○西村委員長 

 そのほかに発言はございますか。 

○山本委員 

 これまでのご説明ありがとうございました。 

 自治会・町会支援ということなので、地域社会での人と人のつながり、これはとても大事だと思って
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いまして、突然起こる災害への備え、防災の観点からも、これはとても重要であると感じています。そ

れで、その柱となるこの自治会・町会の活性化を支援するということは、行政としても大事ですし、こ

れまでいろいろとやっていただいているという認識でございます。 

 その中で改めての確認になるのですけれども、町会・自治会として新規加入率がなかなか上がらない、

それから、イベント等の活動参加がなかなか増えないと町会・自治会が思っているというところなので

すが、区としては、それに対してどうしてだと思っていらっしゃいますでしょうか。お聞かせください。 

○宮澤地域活動課長 

 まず加入率の部分でございます。町会からお聞きしているところなどから推測するにというところで

ございますけれども、やはり先ほど来出ています、区民の方、町会員の方がお引っ越し等々されて、建

物の形態が変わり、新たなマンションが建つとか、戸建てができる。そして若い世帯は入ってきている

けれども、なかなか町会活動、町会への加入が少ないということから、まちの変容を含めてですが、住

んでいる方々の入れ替わりとともに、加入率というものが少し減少してきているのかなということが推

測されるかなというところです。 

 イベントの参加という部分につきましては、今年度は、先ほど一覧の中で説明しましたが、町会ごと

のイベントというものが、コロナ後非常に復活してきています。そのお話を聞くと、かなり多くの人が

参加してきてはくれていると。子どもや親子での参加というものは参加してもらっているけれども、そ

の参加で止まってしまっているというところで、イベントの、いわゆる担い手の部分には結びついてい

ないというところが課題だというように聞いております。なかなか役員含めて、担い手が不足している

背景には、やはり固定化というところ、新たなやろうとする方をなかなか見込めないというところが原

因なのかなというところでございます。 

○山本委員 

 答弁ありがとうございます。区のご認識としては、引っ越し等で住んでいる方の入れ替わりとともに

加入率が減少しているということでしたけれども、とすれば、よく知ってもらうということだと思いま

すので、それは注視をしていくところだと思います。私がちょっと思っているのは、やはりメリットを

しっかり示すことなのかなと思っていまして、町会や自治会に入っていることで、住んでいる方々にい

いと思ってもらうことが大事なのではないかなと思っています。具体的には災害時に横のつながりで生

きてくるとか、こういったことを改めてご理解をいただくことが、もうベースのところになるのですけ

れども、大事であって、そういった取組を区としても後押ししていただくことが、要は町会に入ること

がメリット、このようなものがあると、ぜひ加入していきましょうということを区としても発信してい

くということが一ついいのではないかと思っております。 

 それから、実際に区としてこのような条例を制定して促進しているという状況でいえば、さらに加入

率を増やしていく、そして参加率を上げていくというところでいえば、動機づけです。この仕組みも考

えていっていいのかなと。区民の皆様が町会に入ることで、例えば防災訓練に参加すれば、区民にとっ

て何か対価が得られるとか、町会活動をすれば何かになるなどという形で、町会メンバーになることに

対する動機づけというものも、区としても考えてもいいのではないかなと思っている次第です。 

 それから、イベントの参加率については増えてきているという話でしたけれども、一方で、地域では

様々なイベントが行われています。区民まつりや、それぞれの神社でのお祭りであったり、餅つき大会

などをする中で、その情報が全ての方々に行き届いていないというか、あまり情報が分からないのだと

いう声も、住んでいる方々からは聞かれるところであります。ですから、そういったそれぞれの地域で
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の行事を、いかに住んでいる多くの皆様に知っていただくかということは課題なのかなと思っておりま

して、それを今、それぞれの町会に任せているというか、主に地域の掲示板だったり、回覧板だったり

というところが主かと思っておりますが、また、町会によっては町会のＳＮＳやウェブサイトなど、そ

れぞれ町会によってばらつきがあると思うのですけれども、一部できているところとできていないとこ

ろがあるというところで、ここをより幅広く、多くの品川区の全体のお住まいの皆様に町会・自治会活

動の情報を展開するという必要があると思っているのですが、その辺の現状についてのお考えはいかが

でしょうか。お聞かせください。 

○宮澤地域活動課長 

 町会・自治会活動のメリットを示して、区民の方々に加入の動機づけをというところでございます。

取組としましては、先ほど加入促進のためのハガキや袋を用意しているというようにお伝えしておりま

すけれども、町会・自治会加入に向けた、どのような取組をしているかという詳細なチラシというもの

を作成して、例えば引っ越しの際の周知書類の中に入れたり、または町会も、独自に加入のためにお声

がけをするということもございますので、ハガキや袋、そういったチラシも含めて、お渡しさせていた

だきながら、多くの区民の方に町会活動の加入のメリットをお知らせしているというところでございま

す。 

 また、そういったものの情報を広く発信というところでございます。先ほどのコンサルタントを活用

した伴走型支援の中でも、イベントを、いわゆる等を活用して発信したいというご相談もあって、そう

いったところは伴走型で支援をしているというところもございます。町会ごとというところもあります

けれども、品川区町会自治会連合会のホームページ等でも、このような活動をしましたというイベント

の実施報告等も含めて、お知らせしながらしているというところもございます。そういったところも総

合的に含めて、いわゆるアナログな掲示板という部分と、ＳＮＳ等を含めたデジタルでの発信というも

のを両方含めて支援していきたいと思っているところです。 

○山本委員 

 お考え、方向性については非常にすばらしいと思いますので、ぜひとも進めていただきたいと思いま

す。 

 一つ思うことが、加入率５３％程度という状況で、入れ替わりだけで抜けていく方が全てというより

は、もともと入っていない方も相応にいらっしゃると思います。そういった方々にもしっかりと発信を

していって、今メリットがないと思って入っていない方にも、入っていただくことにメリットがあると

感じていただくために、そのような引っ越しでの転入の方だけではなくて、それ以外の方々にもきちん

と届くような発信をしていただきたいということが一つ、これは要望です。 

 今、掲示板だけではなく、ＳＮＳ等での発信もサポートしていかれるとお聞きして、すごく心強いな

と思ったのですが、その中で、町会・自治会連合会のホームページは全ての町会・自治会の内容がサマ

リーされていて、一覧などもあって、これはすごくいいものだと思うのですが、実際、ではその発信さ

れている内容がどうかというと、情報量がすごく少ないのです。今見ていますけれども、餅つき大会を

やりましたというものがあって、もう２０１ある町会・自治会の中でごく僅かなのです。例えばここに、

本当に各町会・自治会がやることを全部、それぞれが集約して、あれやります、これやりますというこ

とがここを見れば全部分かるというような形だったら、もっと分かりやすくなると思いますので、ぜひ、

こういったベースのプラットフォームがあるということであれば、それを有効活用していただきたいと。 

 もう一つ、これは要望になるのですけれども、それぞれの自治会・町会に応じてやり方があるので、
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それをサポートするというアプローチ、今やっていらっしゃるアプローチもすごくいいと思うのですが、

一方でやはり役員の高齢化など、担い手不足があるという状況を踏まえれば、それぞれの町会・自治会

でこういったＳＮＳやウェブサイトへのアップロードなど、そういったもろもろの作業などが大変だと

いうことは、中にはそのようなところも結構あるのではないかと推測されますので、この連合会全体を

サポートして、各町会・自治会はもう簡単に投げればここでまとめて引き受けるというような、そう

いった仕組みづくり、効率的に情報発信できる仕組みなどということをすることで、持続可能で、区民

の皆様にも有効な形があるのではないかと思うのです。そのようなものをぜひ実現していただきたいな

と思っているのですが、これについてのお考えをお聞かせください。 

○宮澤地域活動課長 

 情報発信というところでの仕組みづくりというお話でございます。なかなか難しいなと思っているこ

とが、ＳＮＳなどですと、やはりタイムリー性を求められてくるので、そこをどう支援するか。やはり

一番イベントに携わっている町会・自治会の方々による即時の発信というものが必要なのだろうなと考

えているところではあります。ただ、先ほど町会・自治会連合会のホームページ等でも、そういった

ツールもございます。そういったところに関しましては、最も身近な支援をしている地域センター等も

ございますので、相談等に乗りながら対応していきたいなと考えているところです。 

○山本委員 

 タイムリーさもあると思うのですけれども、いろいろなイベント、今現状は観光協会だったり、民間

のサイトだったりなどと、いろいろなところが様々な情報発信をされて、ああ、このようなものがある

のだなと、それぞれ区民の皆さんは気づいて、行かれたりしていると思うのですが、せっかくこのよう

な連合会としてホームページがあって、イベント自体あるものが分かっていれば、それを周知したり、

各自治会・町会の役員の方に周知したりすることで情報も集められて、また結果報告などもうまく展開

することもできるのではないかと思いますので、ぜひこういった、既にあるプラットフォームの中身を

よくすることなども、地域センターなどと連携して効果的に進めていただくことをご検討していただき

たいということで、要望で終わります。 

○西村委員長 

 ほかにいかがでしょうか。 

○藤原委員 

 活動活性化ということですけれども、本当に町会・自治会がコミュニティの核になっているのかとい

うことを、１回改めて考えていかないといけないのではないかなと私は思っているのです。まず、加入

率が５９.６％や５６.１％と出ていますけれども、６割近く加入していると出ると、その６割の方が全

部町会の活動をしているかというと、私個人かと思うのですが、そうは思えない。やはり加入率とは何

かというと、各任意団体の町会のカウントの仕方だと思うけれども、町会費を払っているからカウント

している。いわゆる町会員だと、町会費を払っているから。でも、それでカウントしてこれぐらいの数

になるといっても、実際にその町会がいろいろするイベントの中で活動しているかしていないかという

と、ちょっとどうなのかなと思う点があるのです。実際に町会加入、町会費を払っている人がやってい

るのか、活動しているのか。そして、若い町会長、若いといって年齢が幾つで若いというか、その定義

はないけれども、町会長の平均の年齢も大体出ていますよね。すると、もうほとんど高齢者です。前期

高齢者という意味で６５歳というのだから、平均でももう７０歳とか。それで、役員も町会の一部の方

でいつも同じ、ありがたいですけれども、されている。町会費を払っているから、４月に町会費を班長
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が集めて、それでカウントしていても、それはいかがなものかという思いがあるのですけれども、その

点、区としてはどのように把握しているのか。区の責務があるのでしょう。だから条例で明確化したの

でしょう。でも、本当に改めて町会とは何かということをきちんと把握する。本当に区民のほとんどの

方たちが参加しているコミュニティの核なのかということを改めて。いや、核ですとなればそれでいい

のです。もう１回考える必要があると思うのですけれども、その辺はいかがですか。 

 あと地域振興部長、去年、一緒に行政視察に行きましたよね。たしか山口市のテーマは町会などだっ

たけれども、加入率が全然違うではないですか。違いますよね。８０％を超えていたところがありまし

たよね。なぜ品川区はこうなっているのかということを、地域振興部長としてどう感じますか。きちん

と素直な、正直な意見でいいのです。地方と違うなどと、そのようなことでも。せっかく一緒に行政視

察をしたわけですから、その辺についてお答えください。 

 あと、自治会支援という意味で、今八潮はどうなっているのですか。いろいろどうなっているのかと

いうことと、それと八潮地区においては、外国の方々はどのぐらいの人数いらっしゃるのでしょうか。

それと、その外国の方がもし多ければ、ほかの地域に比べて八潮が多ければ、その特徴があると思うの

ですけれども、やはり文化や風土などがいろいろ違いますよね。その辺についても何か感じるものが

あったら教えていただきたいと思います。 

○宮澤地域活動課長 

 町会の加入率というところでは、先ほどお話ししました、確定値ではないですが、５６.１％という

ところでございますけれども、委員のご指摘のとおり、確かに全ての方が町会活動に参加しているとは

言えないのかなというのが現実的なところです。ですから、先ほど来出てきています悩み事の一つとし

ては、やはり役員の固定化と、イベント等の事業の参加する人の、そちらも固定化していたり、不足し

ていたり、いわゆる担い手の不足です。そのようなところがメインになります。ですから、そういった

点も含めて、どうすれば若い世帯の町会員の方、加入もそうですけれども、現に加入されている方の活

動への参加を促していけるかというところで考えていきたいというところで、交流会の中でも、現に子

育て中の女性の方に来ていただいて、町会加入のきっかけであったり、どのようなところから町会の役

員までなっていったのかというところ、巻き込み方についてのお話を伺ったところです。それでこうす

ればいいということもなかなか難しいのですが、やはり若い世帯を活動に参加してもらうには、任せて

みるということが一つキーワードだというところが、その交流会の話合いの中で出てきたというところ

でございます。そういったところも踏まえて、町会の加入率もそうなのですけれども、担い手としての

参加率も上げていきたいとは考えているところでございます。 

○川島地域振興部長 

 行政視察の山口市と品川区の町会への加入率の違い、品川区が低いという理由ということでございま

すが、やはり都市部特有の要因があるのかなと私どもは思っております。例えば山口市ですと、ごみ捨

て、ごみの収集まで町内会のほうで担っていくというような、もう生活との密着度合いが違うのかとい

うところ、それからライフスタイルの変化です。やはり先ほど来答弁させていただいていますが、マン

ションの増加というものは非常に大きくて、新築の大規模マンションが増えてくるに伴って、どうして

も顔の見える関係がつくりづらいというところもございまして、現状の、このような町会加入率が出て

いるのではないかと分析しているところでございます。 

○中西八潮まちづくり担当課長 

 八潮の自治会についてのご質問かと思います。今年度に入りまして、八潮には２８の自治会があるの
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ですが、２つの自治会長のご不幸がありまして、自治会長がお亡くなりになった後、その自治会でなか

なか次の自治会長が出てこない。副会長をやっていた方がやっていただけるかというお話をすると、い

や、名前は貸しているけれども自治会長はちょっとということで、なかなか次のなり手が出なかったと

いうことは正直ございました。今回いろいろ、八潮自治会連合会の役員も一緒にその自治会の方とお話

をして何とか、少し若い世代の方々に、自治会長、片方は自治会長代行なのですが、２つの自治会とも

になっていただけたので、一応自治会としては存続ができているという状況ではございます。ただ、新

しく自治会長、それから役員になられた方と、私も直接少しお話をさせていただいたのですか、やはり

役員の固定化、それから、今までやっていた自治会長がほぼほぼ全部、物の買い出しからイベントの業

者との打合せまで実はやられていて、もう自分たちにはできないということで引退されてしまう方もい

て、今その２つの自治会の中では、本当に自治会活動として必要なものが何か、自分たちが何をすべき

なのかというものをもう１回整理しようということで、お話を今進められております。私も八潮まちづ

くり担当課長、それから八潮地域センター所長として、そこのお話合いには入りながら、本当に必要な

部分はどこかと。先ほど委員からもお話がありましたが、やはり皆さん防災面を一番注力していくべき

かなというようなお話もされていますので、やはりそういったところができてから、では次のイベント、

盛り上げる部分のほうに話を進めましょうということで、私のほうでも微力ながら支援をしているとい

うことが現状かなと思います。 

 実際、今お元気に活動されている自治会長にお伺いしましても、「自分がいなくなったらうちも同じ

だよ、多分次のなり手がいないから。だから俺が続けているのだ」という会長もいらっしゃいますので、

やはり次の世代にどう引き渡していくか。今八潮みらい懇談会でも、そういったテーマでお話も当然し

ておりますけれども、やはり次の世代というと４０代、５０代の方に引き渡したいというものが皆さん

のご希望なのですが、現状その方々はお勤めをされていらっしゃいますので、土日も仕事があったりで

すとか、平日は忙しいから土日ぐらい家族と過ごしたいというご意向もあるので、なかなかその世代の

方が、町会活動、自治会活動というところにアサインしてこられないというものが現状なのかなと、八

潮は特に高齢化が進んでいる中では、それが顕著に見える部分かなと感じております。 

 それから外国人のお話もいただきました。外国人加入率は、以前の委員会のときも横山委員からご質

問があった件で、１０月１日時点の数字になってしまうのですが、８７１名の外国人の方がいらっしゃ

います。八潮全体の人口が１万１,５００人程度ですので、おおむね７.６％という数字になります。ほ

かの地区に比べれば大きい数字でございます。アジア系に限らず、様々な地区の国籍の方がいらっしゃ

います。自治会長からも、ごみの捨て方ですとか、そういったところでなかなかコミュニケーションが

取れないということで、ごみの出し方の看板のようなものを外国語版で作れないかというところを、清

掃事務所からもそういった協力をいただいたり、あとは補助金を活用して、ポケトークですね、翻訳が

できる、そういったものの購入などということもご相談を受けたというような形になっております。 

 また、今年度八潮マルシェというイベントをやった中では、多文化共生ということで、キッチンカー

も入れたのですけれども、ブースでフィリピンの料理を出していただいたり、ロシアの料理を出してい

ただいたりということで、少しそのような取っかかりもつくっていけたらなというようなお話は、これ

から八潮まつり等もそういった方にも参加いただけるようにということは、今まちのほうで話合いが進

んでいるところでございます。 

○藤原委員 

 今日質問してよかったです。本当によかった。だから、何かテーマを決めて、地域活動課長、やりま
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せんか。今お話出たけれども、やはり防災かな。テーマを決めて。それで、先ほどから言っていますけ

れども、町会費はそれほど高額ではないですものね。いろいろな町会によって違うかもしれないけれど

も、金額は。町会費はここに住んでいるお付き合いでと払ってくださる方がいらっしゃると思うのです

けれども、何か大きいテーマを決めて、とにかく参加してくださいという形で、その町会という単位の

コミュニティがどれだけ大切かということを区民の方に分かっていただくような。いろいろなイベント

がある中で、本当に悲しい出来事だったですが、１月の１日に地震が起きたわけですから、いつ東京に

も地震があるか分からないという意味においても、１回、町会単位で、単位というのは町会ごとという

意味ではなくて、地域センター内でもいいし、品川区全部でもいいけれども、防災という意味でなぜ町

会組織が必要か、コミュニティが必要かということを町会費を払ってくださっている方だけではなく、

意識の中で参加していただくようなイベントを考えていっていただきたいと思っております。これは要

望でお願いいたします。 

○西村委員長 

 ほかにご発言はございますか。 

○石田（ち）副委員長 

 今皆さんのお話聞いていて、本当に、町会の皆さんは頑張られているのですけれども、本当になかな

か時代の変化といいますか、そしてマンションもどんどん建つ中で、新たな方が入ってくるという中で

の苦労は、本当にどんどん深刻になっていくのではないかなと私も思います。 

 まず、この２３区で初となる条例をつくったというところでは、品川区でつくった後、ほかの区では

同様の条例ができ始めているのかということを分かればお聞きしたいということと、あと、この１の

（３）の条例制定後の状況ということで、アンケートやヒアリングをやられたということなのですが、

この町会・自治会における課題、これが加入者の減少、役員の高齢化、担い手の固定化、マンションと

の関係ということで、８年前と変わっているのか。何かあまり変わっていない感じが私は少ししている

のですけれども、この課題の推移というのですか、変化はあるのか。それで町会・自治会が求めている

支援、これもずっと言われているようなことのような感じがしているのですが、ここの変化というもの

もあれば教えていただきたいです。 

○宮澤地域活動課長 

 条例の他区の状況というところから、まずお答えいたします。渋谷区、豊島区に関しては、条例を制

定しているというように聞いております。また、今年度新宿区のほうで検討委員会を設けて、検討して

いるということは聞いている状況でございます。 

 続いて、課題や求めている支援の変化というところでございますけれども、加入の減少であったり、

高齢化というのは、やはり条例制定時から引き続いている課題なのかなというところはあります。いわ

ゆる求めている支援、課題も含めてなのですけれども、特に多いものが、行政からの依頼事項に苦慮し

ている。例えば掲示板の、貼るものであったり、そのようなところは非常に苦慮しているというところ

があって、この調査を基に、そのようなところがあってというところで、全庁的にポスターやチラシと

いった貼るものの精査、あとは回覧物等の精査、もしくは大きさの制限というものも設けるなりして、

少しでも負担が減るような形で取り組んでいるところでございます。 

○石田（ち）副委員長 

 やはりその課題や求めている支援にどう応えていくかというところで、区としても様々支援策を打ち

出して、増やしたりしてきていると思うのです。ですけれども、やはり加入者が増えて、その増えた上
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で担い手も増えるというようになっていかないと、町会の存続というのは成り立たないというか、存続

していけないと思うのです。町会というものがどのようなものなのか、住んでいる自分たちにとってど

のようなものかというところでは、もう少し伝える工夫というのですか、行ったら楽しいとか、行った

らもらえるとか、そのようなインセンティブではなくて、やはりここに住み続けていくことで、安全や

安心がどのように守れて、そして子どもたちに継承していけるのかというような、そのような大本のイ

ンセンティブのようなものが、もう少し心に届くようなものがあると、行ったら楽しいとか、行ったら

もらえるというものは、行けばいいだけで、先ほどから話に出ているように、担い手にはなかなかなっ

ていかない。それを実施する側になってもらうためには、やはり大本のまちというものをどのように考

えていくのか、コミュニティをどのように考えていくのかということは、ちょっと区民の皆さんとも考

えていくようなもの、そのようなものが必要なのではないかなと思っています。 

 そうした上で、その伴走型支援プログラムの実施のところでの好事例というものは、すごくいいなと

思います。ですから、これが区内の好事例だったり、あと他区。ほかの県に行ってしまうと、やはり地

方と都心の違いというようになってしまうと思うのですけれども、他区となってくると、都心に同じよ

うにあって、マンションも同じようにあって、そのようなところでの好事例というものがどんどん増え

ていくと、情報が増えていくと、うちでもこれができるかな、これができるかなという気になっていく

のではないかなと思うので、ここはちょっと引き続き頑張っていただきたいなと思うのです。この伴走

型支援プログラム、昨年度が５町会で、今年度も今の時点で５町会ということですけれども、これは別

に５町会に区切っているわけではなくて、もっと使っていただけるならもっと使ってもらいたいという

ものと考えていいのですか。 

○宮澤地域活動課長 

 まず、町会・自治会の活動を区民の方に周知という部分なのですけれども、コロナが明けて今年度

様々活動されている中で、町会で工夫している事例としては、例えば餅つき大会は非常に行われている

のですが、ただの餅つき大会ではなくて、防災の要素を含めた餅つき大会に工夫しています。具体的に

言うと、例えば防災備蓄品の試食を含めたものと餅つき大会を一緒にしているとか、そのように工夫し

て、町会として備蓄しています、防災に備えています、Ｄ級ポンプを展示して、このようなものを備え

ていますという形で、そのような町会が活動している内容を参加者にも知ってもらって、そこからス

タートで、きっかけになってもらおうというように工夫しているというところも聞いております。 

 また、伴走型支援のところ、他区の事例という話もありましたが、実は先ほどの交流会では第１回目

の、協働の部分というところに関しては、港区の町会長をお招きしてお話を聞いたというところもござ

います。品川区内でも好事例はあるのですけれども、今回は港区の町会長をお呼びして、タワーマン

ションとの町会の交流に発展したという事例というお話を伺ったというところでございます。 

 伴走型支援につきましては、５町会程度という形で予算を組んでおります。その中で、手挙げ方式で

町会を募らせていただいたところ、ちょうど５町会が手を挙げたというところでございます。 

○石田（ち）副委員長 

 ありがとうございます。本当に様々交流しながら、連携しながら施策を打ってきているというところ

では、引き続きよろしくお願いしますという状況にはなってしまうのですが、私たち自身も様々、これ

を聞いた上で一緒に存続させていく、そしてさらに大きいものにしていくというところでは、連携して

いきたいなと思います。 

○西村委員長 
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 すみません、私も１点よろしいですか。 

 この補助金一覧なのですけれども、お願いをしてご用意をいただいておりまして、大変見やすくて、

改めて感謝を申し上げたいと思います。今まさに餅つきの話があったのですが、地元の町会で今年ほと

んどの町会が新しく機械を購入しておられまして、お話を伺ったら、高齢化の問題などもあるとおっ

しゃっていたのですけれども、雨の日も皆さんに振る舞うことができて、あと味もほとんど変わらない

ということで、こういった購入事例が町会を越えて、皆さんが刺激し合いながら、口コミで広がってい

ることを目の当たりにしています。 

 その中で、このＩＣＴ活用促進補助金なのですけれども、耐震診断補助金などはもう使われない年が

あっても必要だと思うのですが、執行状況など、実際に各町会を見ていて、購入して終わりとか、使わ

れていないということも散見されるのではないかなと思っていまして、例年どのようにこの執行率、執

行状況を見ていただきながらメニューの見直しをしているのか伺いたいということが１点と、あと条例

制定が８年前になっていまして、世の中も猛スピードで変わっていますので、時代とともに必要なサ

ポートが変わっていく中で、２０１６年から１０年経ったところで、この条例の見直しだったり、何か

検討されることがあるのかということを最後に伺えればと思います。 

○宮澤地域活動課長 

 予算の執行状況という部分でございます。様々な補助金のメニューは用意しているところですが、中

には補助金の想定件数にはいっていないものというものも正直ございます。そういったところは、予算

の持ち方としては、執行見合いで合わせるような形、逆に伸びているところは伸ばしていくというとこ

ろもございます。また、町会会館の建設というものは、新築、改築等はなかなか、数年にあるかないか

というようなレベル感ではありますけれども、しっかりと町会・自治会の皆様に補助金という形で用意

しているのだということで、予算というものは組ませていただいているというところでございます。 

 それと条例の見直しに向けてというところでございますが、町会・自治会の支援というところもあり

ます。各町会・自治会長に区政協力委員になっていただきまして、その方々から様々なご意見を頂戴し

ながら、反映させているところでございます。そういったところの声をしっかり聞いて、今後条例の見

直しの必要があるのかどうなのかというところも含めて、検討していきたいなと考えています。 

○西村委員長 

 ありがとうございます。 

 ほかにご発言がないようですので、以上で本件を終了します。 

 会議の運営上、暫時休憩いたします。 

○午後２時５６分休憩 

 

○午後３時０４分再開 

○西村委員長 

 ただいまより、区民委員会を再開いたします。 

                                              

 ⑵ 中小企業支援について 

○西村委員長 

 次に、⑵の中小企業支援についてを議題に供します。 

 こちらも、まず理事者より資料に基づき、中小企業への人材確保・人材育成支援および創業・スター
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トアップ支援に係る区の取組についてご説明をいただきました後、ご質疑、ご意見等をお願いしたいと

思います。 

 それでは、本件につきまして、理事者より説明をお願いいたします。 

○小林商業・ものづくり課長 

 私からは、所管事務調査としまして、中小企業支援について説明いたします。今年度、この区民委員

会におきましては、中小企業支援のうち、助成金や融資あっ旋の説明をする機会が多くございましたけ

れども、今回は人材確保・人材育成支援および創業・スタートアップ支援というところで説明する資料

としております。 

 お手元のＡ３サイズの資料では、左側が人材確保・人材育成支援について、右側が創業・スタート

アップ支援について、それぞれ区の取組を説明するものとなっております。 

 それでは、最初に左側、人材確保・人材育成支援に関する説明となります。 

 （１）の人材確保、モンゴル高専との科学技術交流事業（海外人材活用支援）でございます。区では、

四半期ごとに区内中小企業を対象としました景況調査を実施しておりますけれども、その時点での各企

業の景況感に加えまして、経営上の課題を答えていただいております。その際出てくる答えとしまして、

物価高騰や原材料高とともに、人手不足や技術者不足を挙げる企業が引き続き多くなっております。大

手企業や中堅企業との採用競争もあり、特に中小企業が苦戦をしている若手の技術人材の採用につきま

して、品川区独自の取組としまして、日本式の高等専門学校教育および日本語教育を取り入れましたモ

ンゴル高専との科学技術交流により、区内中小企業における海外人材の活用支援を進めてきており、本

日はこの取組からご説明いたします。 

 この事業の背景としましては、かつて東京都立産業技術高等専門学校で教鞭を執られ、退職後に品川

区の商工相談員に就任された中西佑二先生という方がいらっしゃるのですけれども、この方がモンゴル

で日本式高専を立ち上げるプロジェクトに協力、参加されたことなどがきっかけとなりまして、モンゴ

ル高専と品川区、および区内中小企業との結びつきを強めることとなりました。資料にありますとおり、

令和元年、２０１９年以降、２０名のモンゴル高専の卒業生が区内の製造業６社に就職をしております。 

 本事業におきましては、就職前のサポートから就職後のフォローアップまで、高専というのは５年制

ですけれども、在学中から段階的に事業を進めてきております。①のインターンシップ等の実施支援に

つきまして、まずはモンゴル高専の３、４年生の段階でございますけれども、日本での就職に興味を持

つ学生を品川区に招聘しまして、約１週間の短期交流という形で、品川区や区内企業を知ってもらう体

験プログラムを実施しております。その翌年に、高専の４年生から５年生の段階になりますが、事前に

希望調査や面接を行った上で、再び日本を訪れてもらい、学生から希望が出された区内製造業で、

約１か月の就業体験といいますか、インターンシップを実施しております。この就職の一歩前の段階と

なるインターンシップの実施に当たりましては、品川区のほうで入国、滞在の手続きのサポートや、区

主催の集合研修、成果発表会なども実施しています。現在、このインターンシップ、あるいは就職につ

きましては、製造業を中心に行っていますけれども、次の段階としましては、米印にもあるように、情

報通信業にも拡大して進めていければと考えているところでございます。次に、②のインターンシップ

実施後の就職支援としましては、既に生徒たちはモンゴル高専の授業などで日本語教育を受けておりま

すけれども、オンラインでの日本語講座も受講していただいたり、あるいは就職直前期にはビジネスマ

ナー研修も実施しているところです。インターンシップを経まして、区内中小企業から内定が出ますと、

③の就職をした後の定着支援としまして、品川区主催の勉強会や交流会の開催、あるいは区の職員、ス
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タッフが各社訪問なども行って、フォローアップを実施しているところでございます。 

 現在、区内中小企業の技術人材の採用支援を中心に進めておりますが、今後モンゴル企業、例えばス

タートアップですけれども、とのビジネス交流や、区内企業のモンゴル進出も視野に入れた連携の拡大

も期待できるのではないかと考えているところでございます。 

 こうした人材交流、ビジネス交流における主な連携先としましては、モンゴル高専３校、あるいは、

日本を訪問してＳＨＩＰなども見学されていったのですが、教育・政府機関です。例えば、資料に書い

てあるようなモンゴル国立大学の学長などもいらっしゃいましたけれども、そのような方たちの機関を

対象とした連携、あるいは日本政府の海外協力機関としまして、ＪＩＣＡ、ＪＥＴＲＯといった機関が

ございますが、こういったところとの協力関係も深めながら、本事業を着実に進めていくこととしてお

ります。 

 続きまして、（２）人材育成でございます。ここで挙げている事例としましては、ＤＸ・デジタル技

術活用推進事業でございます。自社でＤＸ・デジタル技術の活用や人材育成が困難な区内中小企業を対

象とした支援事業を進めることにより、生産性向上や新事業創出の取組をサポートしております。ＳＨ

ＩＰを会場としました技術活用のセミナーや、先進企業の見学会、製品体験会などを実施しているほか、

各社の中核的人材となっていただくためのスキルアップの講座、あるいは、要望に応じて専門家派遣に

よる相談対応なども行っておりまして、個人事業主なども含めて、中小企業の人材育成支援を引き続き

進めてまいります。 

 続きまして、資料の右側に移りまして、２の創業・スタートアップ支援でございます。 

 （１）の創業支援につきましては、品川区で起業したい、あるいは品川区で会社を立ち上げたばかり

で独り立ちできるようになりたいという皆さんを対象としまして、資料に記載している各創業支援施設

間の連携も図りながら、例えば事業活動スペースの提供をはじめ、セミナー、交流会、専門家相談、助

成金等の活用支援などを進めております。このうち①の品川産業支援交流施設、ＳＨＩＰにおきまして

は、ここは創業支援施設の中心的存在でございますけれども、自前のオフィスを持たない起業家の皆さ

んを対象としたコワーキングスペースの提供のほか、大型のイベントホール、貸しオフィス、３Ｄプリ

ンタ等設置した工房などを運営しております。現在ＳＨＩＰの施設内では、会員・入居者等２２５社が

活動しているところでございます。次に、②の武蔵小山創業支援センターでは、女性の起業を後押しす

ることをコンセプトにしまして、施設の１階におきまして、貸店舗スペースを提供するチャレンジ

ショップや、あるいはこれは２月に開催予定ですけれども、女性起業家向けのウーマンズビジネスグラ

ンプリといったイベントも運営しております。施設内では、会員・入居者等が現在２０社おります。③

の西大井創業支援センターは、令和４年のリニューアルオープンによりまして、コワーキングスペース

を新たに設置しまして、学生、若者を含む起業家セミナーや交流イベントを実施しております。施設内

では、会員・入居者等が３３社活動しております。④の広町および天王洲創業支援センターは、個室の

貸しオフィスが中心の施設でございますけれども、広町では１２社、天王洲では７社が活動していると

ころでございます。また、昨年７月３日の区民委員会でご説明しておりますけれども、⑤の五反田産業

文化施設、CITY HALL ＆ GALLERY GOTANDA。こちらの施設では、区の運営部分で４００人近くを収容で

きるイベントホール、あるいは地域の会合に使っていただくための会議室用のギャラリー、この２つの

スペースを運営いたします。現在建物内の内装工事などを進めておりまして、５月１日のオープンを予

定しております。 

 （２）スタートアップ支援ということで、五反田バレーアクセラレーションプログラムについてご説
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明いたします。創業から短期間での急成長、これは、例えば大規模な資金調達をするとか、将来的に株

式上場を考えている企業などを対象にしたものでございますけれども、そういった企業に対しまして、

集中的な育成講座としまして、五反田バレーアクセラレーションプログラムというものを実施しており

ます。事業名称にありますとおり、五反田バレー企業ですとか、あるいは区内に支店、事業所を有する

金融機関、事業会社などの協力も得ながら、会社を大きく成長させるための経営ノウハウの習得、事業

計画のブラッシュアップ、資金調達支援、企業間の交流支援などを進めております。これまでに累計

で７２社が受講しておりまして、各年度のプログラム終了後も、引き続きこのプログラムで実施してい

る交流会に参加いただいたり、あるいは講師役、公開企業家へのアドバイザーなども務めていただくこ

とによりまして、本プログラムを起点とした品川区のスタートアップ機運のネットワークづくりを後押

ししているところでございます。 

 以上、駆け足ではございますが、私から中小企業への人材確保・人材育成支援および創業・スタート

アップ支援に係る品川区の取組について説明させていただきました。 

○西村委員長 

 説明が終わりました。 

 本件に関しまして、ご質疑、ご意見等がございましたらご発言願います。 

○えのした委員 

 ご説明ありがとうございます。 

 モンゴル高専は５年生制だということで、まずどのくらいの人数の方が通われているのかなというと

ころを確認したいです。今後の主な連携先のモンゴル高専３校ということですが、その学校の規模など

もお聞かせいただきたいと思います。 

 もう１点だけ、「令和元年（２０１９年）以降、６社２０名が区内製造業へ就職」とありますが、人

材交流の③にも、就職後の定着支援として定期的な勉強会や交流会を開催しているということなのです

けれども、よく日本だと、大学を卒業して就職すると３年ぐらいで離職が多いなどということがあって、

ちょうど２０１９年だともう３年間経っていますので、言葉の壁ですとか、やはり日本に就職したい気

持ちで来ていても、続いているのか続いていないのか。私も地域の方でモンゴル語の通訳をされている

方がいて、最初は通訳で行くのですが、その後会わなくなってしまうから、あの子たち元気かなと心配

しているというところもあるので、長続きしていればいいなという思いを込めながら、質問させていた

だきます。 

○小林商業・ものづくり課長 

 ただいま２つご質問いただきました。 

 １つがモンゴル高専、３校合わせてどれぐらいの規模かというところでございます。５つの学年があ

るわけですけれども、３校合わせて１,３２７人です。これが今年度の学生の数というように伺ってお

ります。 

 もう一つ、どれぐらい定着しているかということで、今回の資料にありますけれども、２０名が区内

製造業へ就職ということでございますが、現時点で１８名の方が、区内製造業で引き続き就職をしてお

ります。先ほど委員からお話ありましたように、この事業の一つの鍵というものが、日本語がきちんと

できるかどうかということが、長続きするかどうか、定着するかどうかということと、やはり高専でも

学んではおりますけれども、その技術、その仕事に活かせる能力をきちんと身につけているかどうかと

いうところ、２つ大事な鍵になってくると思っております。その上で品川区として、品川区の中で長く
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働き続けていただくための支援や、あるいは企業のほうでも先輩職員をきちんと指導役につけまして、

一緒に働くようなチームワークづくりというものはやっていただいておりますけれども、やはり日本語

をきちんとしっかり勉強してきた上で来ていただくということが、長続きするこつなのではないかとい

うことを各会社の社長からも伺っておりまして、その意味で、この事業でもその部分はしっかりフォ

ローというか、サポートしていきたいと考えているところでございます。 

○えのした委員 

 ご説明ありがとうございます。１８名ということで、これは定着率高いのかなという、個人的な感覚

がございますが、やはりまた地域の方でも、モンゴル高専の学生を受け入れている工場の方など、経営

者の方を知っているのですけれども、まちで、ランチかな、一緒に行っている姿を見かけたりすること

もあるのですが、これはまた先ほどの町会・自治会支援にもつながるとは思うのですが、外国の方が増

えているということで、逆にこのように日本語がかなりできるモンゴルの方であれば、地域の方との交

流が広がったり、つながったりするのかなと思っていますので、モンゴル高専出身で就職された方は、

ぜひその地域に住むときに、町会にご紹介してあげたり、モンゴルから来ているのですから、またそこ

で交流が広がったり、就職後の定着につながるのかなと考えています。そういった取組も、ぜひしてい

ただければと思います。これは要望として終わります。 

○西村委員長 

 そのほかにいかがでしょうか。 

○横山委員 

 ご説明ありがとうございました。モンゴル高専の部分は、しっかり職員のフォローアップもしていた

だいたり、日本語の、言葉の部分などいろいろやっていただいて、仕組み的にも、今後の展開を含めて

すばらしいなと思ってお聞きしておりました。また、創業・スタートアップ支援も様々、５か所ですか、

それぞれの特色を活かしてこれまでやってきていただいていて、またその５か所目の五反田産業文化施

設も５月にオープン予定ということで進めていただいていると。あとはスタートアップ支援も、かなり

モチベーションの高い企業の支援であったり、後輩の企業にアドバイスしていただくというような形で、

しっかり交流や関係構築もしていただいているということでお聞きして、すばらしいなと思いました。 

 質問なのですけれども、この人材育成の部分で、ＤＸ・デジタル技術の部分の人材がなかなか足りて

いない、不足しているというお話が、割といろいろなところであるのかなと思うのですが、デジタル、

ＩＣＴに関するスキルというものも、細分化するといろいろあるのかなと思っていまして、例えばなの

ですけれども、東京都のデジタルスキルマップのような形で、これは職員向けにつくられたものだと思

うのですが、分類として２２のスキルのような形で細かいスキルが、例えばＩＴストラテジー、サービ

スデザイン、マーケティングであったり、デザインであったり、アプリケーション、インフラ、セキュ

リティ、運用のような形であったり、一言でＩＣＴ、ＤＸといっても、いろいろな細かいところに分か

れてくるのかなと思うのですけれども、例えば現在品川区の中小企業においては、どういった人材が特

に不足しているとか、そういった細かい分類においての傾向といいますか、その辺りは区としてどのよ

うにつかんでいらっしゃるのかなということをお聞きしたいと思います。 

○小林商業・ものづくり課長 

 ただいまＤＸ・デジタル技術活用推進事業につきまして、どのようなセミナーというのですか、人材

育成を進めているかというお話がございました。実際に中小企業の人材というところでいきますと、さ

すがに全社員、全てということはなかなか難しいところでありますけれども、品川区の問題意識としま
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して、その中小企業の中で中核的にＩＴの利用を進めていただけるような、リーダーといいますか、経

営者のところを今中心的に進めておりまして、実際に社長自身も出てきていただいてというところで、

やはりまず、経営層がこの取組の重要性ということをきちんと認識することによって、会社の中でどう

やって生産性を上げていくとか、あるいは従来の事業にこだわらず、デジタルを使って少し新しいよう

な展開もできるのではないかと、そのようなところをまず講座を、専門家を呼んで進めているところで

ございます。今後段階的に、またその対象なり、スキルというところも広げてやっていきたいと思って

おりますけれども、まずはそういった会社の中で中心になっていただくような、そのようなところの人

材育成をまず進めていきたいと考えているところでございます。 

○横山委員 

 現在は社長であったり、経営者の方であったり、会社の中でのＩＣＴのリーダーのような方に、どう

いったことがデジタル技術を使ってできそうかというところを幅広く勉強するようなセミナーであった

り、体験会というものを行っていただいているということで、その次の段階としては、細かく、どう

いった分野でどういった人材が必要なのかというような形で提案していただいたり、または社内でレベ

ルアップというか、細かい部分のスキル、知識を積んでいただくというような形につなげていくのかな

と思ったのですけれども、そのような形でぜひ進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

○西村委員長 

 そのほかにご発言があればお願いいたします。 

○藤原委員 

 今日は人材確保・人材育成および創業ということで、中小企業に関してすばらしいとは思うのですが、

まず人材確保についてなのですけれども、確かにモンゴルの方はすばらしいと思うのですが、中小企業

の人材確保・人材育成というならば、まず日本の方だと私は思います。なぜかというと、たしか１０年

前ぐらいかな、産業振興課でも、日本の方を中小企業等に紹介して育成をして、何か月か勉強をして、

中小企業にそのまま就職するなど、そのような施策をやっていましたよね。あのようないい施策が終

わってしまうのです。品川区では終わってしまう。評価は高いのに終わってしまうのです。もう１回言

います。モンゴルの方はすばらしい。でも中小企業支援についてという項目の中で、まずは私は日本の

方の確保も大事だと思うのですけれども、その辺についてはいかがですか。 

 それと、創業支援・スタートアップなのですけれども、なぜ、そもそもスタートアップに関して、区

は支援するのでしょうか。ここをしっかり押さえておかないといけないと思っています。私はスタート

アップは物すごく大事だと思っています。こここそ、もうすぐ予算特別委員会が始まるけれども、大き

く予算を要求してもらいたいところだと私は思っているのです。そのぐらいスタートアップというもの

は大事だと思っています。その辺についてはいかがでしょうか。 

 あと五反田バレーという言葉が、言葉というか、名称というか、マスコミにもすごく取り上げられて、

私はすばらしいと思うのです。私が議員になったばかりのときか、二十何年前のとき、やはり渋谷だっ

たのです。渋谷バレーというか、道玄坂バレーと言っていたかな。それをよく五反田がここまでなって

きたなと。まだ途中ですけれども。この辺について大事に育てていただきたいと思っているのですけれ

ども、担当の課長としてどのように思われるか。 

 それと、担当の課長ではなくて、文化観光課長。これこそ私は都市観光だと思うのです。観光という

と違う意味合いで取られるけれども、やはり五反田バレーなど、このようなことが都市観光の一つにな
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ると私は思っているのですが。それで五反田バレーは地図を出していますよね。どこにあるというよう

な。それで近くに目黒川が流れています。そしてピンクでライトアップしています。あのライトアップ

しているもとというのは廃油を使ってやっています。そのような意味において、この五反田バレー含め

て、スタートアップが、都市観光の一つだと私は思っているのですけれども。この辺について、観光の

立場からどのように思うか教えていただけますか。 

○小林商業・ものづくり課長 

 ただいま３つご質問をいただきました。 

 まず最初に雇用というか、人材育成のところで、まず日本の方から優先してやるべきではないかとい

うことで、もちろんそのとおりでございまして、品川区ではハローワークとも連携したような就業セン

ターという、中小企業センターの中にございますけれども、当然ここは区民の方、日本人の方中心でご

ざいますが、そのような方を対象にしたような雇用の相談とか、あるいは、ハローワーク自体は港区に

あるのですけれども、そのようなところでの就職、どのようなことを募集というところも含めて、企業

支援というものをやってございます。ただ、その取組、またそのようなものに加えまして、特にＩＴ分

野のエンジニアに対する助成金などもやっているのですが、企業の方に聞きますと、やはりそれでも足

りない。それは具体的にどのようなことかというと、大企業、中堅企業のほうに、やはり若い人は行っ

てしまうと。その中で高専とか、そのようなところに求人を出しても、やはりそれはもう中堅企業なり、

大企業が採用してしまう。そういった中で、ＤＸ化だけではやはり会社、工場は回らない。そのような

中で少しでもきちんと、若手で将来的に会社の中できちんと活躍してくれるような人材といったときに、

ある程度能力を持っているというところでいったときに、先ほど申し上げたようなモンゴル高専という

ものは、本当に日本の教育方式を取り入れ、日本語の勉強というものも一緒にやってというところで、

そこに品川区の商工相談員も関わっているという意味では、これはほかの自治体ではなかなかできない

ネットワークがございますので、こういった事業もというのですか、このような事業も含めて人材の支

援というものを考えていくことによって、できるだけ区内の中小企業のお役に立てればと。そういった

中でこの事業を進めているところでございまして、今後、この事業の規模というところも含めて、また

広げていければなということが我々の今考えているところでございます。 

 ２点目、なぜスタートアップ支援をしていくのかというところでございます。一つ、この日本、ある

いは品川区が、人口がこれからどうなっていくかというときに、そのことは、ひいては区内の事業所数

というか、企業数もやはり今後どうなっていくのかといったときに、恐らく大きく増えるということは

なかなか難しくて、都心であれば何とか現状維持、あるいは地方に行くと事業所数自体が減っていって

しまうような、そのような時代がもう間もなくやってくるのではないかなと思っています。そういった

中で、創業ということは一つ、新しく会社を興し、そこに働く人が増え、そしてまた、そのような活気

のあるというか、元気のある方たちが区内に住んでくれる。実際五反田バレーの方たちは、やはりここ

で働く以上は、ここに、近くに住みたいと。私はＳＨＩＰの事務局長もやっておりましたけれども、や

はりＳＨＩＰで働いている人たちも、「これを機会にここに引っ越しました」とか、「近くでもう歩い

て数分ぐらいで来ているのです」と言うような方もいらっしゃるので、このような方たちが一つ品川区

の活力につながっていくのではないかというところで、産業の活力イコール品川区の活力というところ

で、応援していきたいと考えているところでございます。 

 ３点目、五反田バレー、渋谷バレー、いろいろ言葉はございまして、このようなものを大事にしてい

くというところでございます。私も、区内の関係者だけではなくて、いろいろイベントに出ますと、い
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ろいろな金融機関の方、あるいは事業会社の方から、「品川区の商業・ものづくり課長です」と言うと、

「あっ、あの五反田バレーのところの品川区ですよね」というようなことで言っていただいておりまし

て、そういったところの知名度というか、品川区に来ると何かしらビジネスチャンスもあり、何かしら

区も支援しているのだということが、もう名刺代わりというか、そのようなところに出てくると、これ

も一つ、我々も区の産業施策を進める上でも非常に有利な存在になっていきますので、このブランドは

非常に大事にしていきたいと考えております。 

○篠田文化観光課長 

 私からは、五反田バレーに関して、観光視点からどう考えるかということでございます。委員から事

例として挙げられました、例えば目黒川のイルミネーションは非常に分かりやすいものですから、マス

コミの方も、テレビ局も何社も来て取材していただいたりなどということで、対外的には非常に特徴あ

る観光資源という形で、私どももこれまで非常に力を入れてきたところでございます。五反田バレーと

いうことになりますと、なかなか、いわゆる外側から見たときの観光といった視点ですと、少し分かり

にくいところは確かにあるのかなということで、私どももどのようにして扱っていけばいいのかという

ことに関しては、なかなか手が回っていなかったということがございます。ただ、品川区の都市型観光

については、いわゆる地域の特徴を活かしたものということで、それぞれ対外的にどのような見せ方を

していくかということを考えながら進めていくことが基本にありますので、五反田バレーは、今も商

業・ものづくり課長から答弁もあったとおり、品川区の顔になってきているということもありますから、

これから先、どういった形で観光として推していけるか、今後の可能性が非常に大きいのかなと思って

いますので、これから取組について考えていきたいと思っております。 

○藤原委員 

 今日また、質問してよかったなと思っているのですけれども、地域活動課長、今答弁を聞きましたよ

ね。産業は品川区の活力と。すばらしいです。その方たちが品川区に住んでくれるわけです。これは答

弁できないと思いますけれども、ぜひ町会にも協力してもらいたいですよね。そのような活力を。この

ようなところからいろいろと、縦割りではなくてつながっていって、品川区の活力になっていってくれ

ればいいなとふと思ったので、思わずお話をさせていただいたのです。 

 もう１回人材確保について。課長、分かるのです。ハローワークもありますなどというのは分かって

いますけれども、先ほど前段で言いましたが、中小企業のところに勉強してそのまま中小企業に就職を

というものが、区としてそのような施策があったのです。評価も高かったのです。確かにモンゴルの方

はすばらしいのです。モンゴル高専もすばらしいのだけれども、その施策が終わって５年以上経ってし

まっているので、もう１回その辺を考えていただきたいと思いがありますし、すごくいいことは、昔、

その中小企業振興をされていた課長が部長になって、今ＳＨＩＰへ行っているではないですか。行って

いますよね。だからそのような意味で、いや、もう課が変わったから、部が変わったからではなくて、

やはりここの役所で勤めていらっしゃるキャリアを、自分の身にしてというのか、やってほしい。課長

も自分でおっしゃっていましたよね。ＳＨＩＰ出身だとおっしゃった。そのようなことで、モンゴルも

大事だけれども、もう１回日本の方の確保、そして、ハローワークがありますからということは分かる

のですが、品川区独自の施策として、私は日本の方の人材の確保をしていっていただきたいと思ってい

るのです。そのような思いで質問をしているので、ぜひそれについて答弁をいただきたいと思います。 

 五反田バレーはこれから伸びることを本当に心から願っております。そして、西大井創業支援セン

ターは、もうこれこそ私は大きくなると思っています。今年の８月にニコン本社が来ます。ＣＭに出て
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いたけれども、ニコンというとカメラというイメージですが、もう半導体等ですごくやっていこうとい

う思いがあるので、あれだけ近くにあるわけですから、そのような意味において創業支援とタイアップ

して、いろいろな意味でやっていっていただきたいと思うのですけれども、その辺について答弁お願い

します。 

○小林商業・ものづくり課長 

 ただいま２つご質問というか、ご意見をいただきました。 

 人材育成のところ、これは私がいろいろ区内の企業の経営者なり、団体の方等に聞いたときに、やは

り物価高騰と併せて、この人材のテーマというものは、今年度もそうですし、来年度もというところで、

特に大きなテーマになってくると思っております。ですから、何かしら取組の充実をということも考え

ておりますし、そのことで、また企業の活力につながればというところで、いろいろ考えていきたいと

思っております。 

 ２点目、西大井創業支援センターでございます。今回の資料にも書かせて、私の説明でも少し入れて

おりましたけれども、特に若手、学生というのですか、そのような方がなるべく来やすいようにという

ことで、スタッフというか、経営相談に乗るような人材についても、特に若手の人材を少し意識して入

れるようにもしていて、ほかの、例えば武蔵小山創業支援センターが女性ということを１つ特徴にして

いるように、西大井でいくと、そのような若い人たちがもっと来やすいようにということでいろいろ特

徴もつけて、そのような中で、次の世代の新しい大きな起業家ができてくれば、そのことがまた地域の、

先ほどご指摘がありましたが、ニコン等も含めて活力につながればということで、事業も拡大していき

たいと考えております。 

○藤原委員 

 そこがスタートアップなのです。スタートアップが、スタートアップのために創業してやられるわけ

ではないですか。全部が全部、そのような意味で経営的にうまくいかないかもしれない。でも、その中

で大きい会社になる可能性というものもあるわけです。それで雇用をしてくださる、品川区で創業して、

大きい会社になって上場する会社も西大井創業支援センターから出ています。西大井創業支援センター

から上場している会社が出ているのですから。だからそのような会社が、ここに数ある中でたくさん出

ていただいて、雇用の確保をしていくと。そのために品川区としては税金を投入して、スタートアップ

事業を支援していっていただきたいという思いがあります。最後にもう１回、この辺を答弁してくださ

い。 

○小林商業・ものづくり課長 

 本日、創業・スタートアップ支援の施設ということで、各施設の特徴も含めて取組をやっております

けれども、この施設の中での事業や、あるいは五反田バレーも含めた、あるいは品川区外の、例えば自

治体との連携なども含めて、また、このような事業をより広げて、品川区の発信なり、魅力というとこ

ろも含めてＰＲできるような事業にしていければと考えておりますので、引き続きご支援いただければ

と思っております。 

○西村委員長 

 そのほかにご発言はございますか。 

○あくつ委員 

 いろいろもう質疑はあったので、私からお伺いしたいことは２つぐらい。 

 モンゴル高専との交流事業なのですが、現在までに６社２０名が区内製造業へ就業ということで、今
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拝見をすると、うちの地元もそうなのですけれども、大体電気関係の仕事ですね。製造業だとか、有名

な電気関係の会社に就職されているようなのですが、日本式高専教育制度をモンゴルで行って５年間で、

高い能力を持った方たちだと思うのですけれども、いわゆる各企業から区が聞いているモンゴル高専卒

業生の方の、特徴というのか。各国から、ベトナムなど、そのほかの高専もあるようですが、そのよう

なところと比べて、モンゴル高専が何か特筆すべきところが、いい意味であるのかというところ。モン

ゴル人はよく日本人と似ている、見た目が似ているというようなことはよく言われますけれども、日本

人ではよく言われる勤勉や、手先が器用などということはありますが、その辺りについて何か聞いてい

るところがあればというところ。もしそれで課題があるというところがあれば、お聞きしたいというこ

とが一つ。 

 それとあと就職するためには在留資格が必要だと思うのですが、資料に入国・滞在サポートと書いて

ありますけれども、先ほど日本語の話がありましたが、いわゆる技能実習生という形でいろいろ問題に

なりましたけれども、実習生という形もあるし、技人国という、技術・人文知識・国際業務というよう

な、いわゆる特殊なというか、いわゆる認定されたような高い技術を持って、就職を、滞在をされてい

るのか。全然待遇が違うので、その辺り、現在この２０名の方というのはどのような在留資格で今い

らっしゃるのかというところを教えてください。 

○小林商業・ものづくり課長 

 ご質問いただいた中で、まず、実際就職したところの社長の反応といいますか、あるいはインターン

シップも含めたところの反応というところでございます。やはり聞いておりますことが、最初は少し

引っ込み思案というか、最初は、コミュニケーション大丈夫かなというところはあるようですけれども、

今実際に就職している企業の中には、モンゴルから来た職員の先輩がいたり、いらっしゃらない場合で

も、だんだん慣れてくるといろいろ打ち解けて、きちんと真面目にやってくれているなというところと、

もう一つ、最初に心配だなというふうに言われていたことが、時間感覚がきちんと守ってくれるかなと

いうことがありまして、私も去年モンゴルに行ったときに、モンゴル高専の校長先生が、「日本に学び

なさいというのは具体的に何を言っているかというと、時間をきちんと守りなさいということを守って

くださいということなのです」と。その話を聞いてきて日本に帰ってきて、インターンシップが始まる

ときに、すごくいい話だなと思ったのですが、北品川に宿を取って、それで実際にインターンシップに

通うのですけれども、ちょうど電車が止まってしまったという日がありまして、そのときにきちんと電

話をかけてきて、「今日電車が遅れてしまうので予定どおり行けない」ときちんと言ってくれたことが

すごくうれしかったというようにあって、そこはやはり日本の感覚をきちんと持ちつつ、働く意思とい

うか、意欲というか、きちんとそのようなものを持ってくれているのかなと思って、私もそれはうれし

く思ったところです。それはモンゴル高専のほうでもきちんとそのようなことを教えてくれていますし、

日本の企業で働く中で、またそのような感覚をよりしっかり身につけてくれればと思っているので、そ

のような中で長く定着してくれればと思っております。 

 ２番目のご質問でございます。入国の資格ということで、いわゆる技能実習というものもありますけ

れども、ご指摘の、まさに技人国と言われる、技術・人文知識・国際業務という分類でございますので、

これに関しては、例えば技能実習生のように最長５年というような期限はなくて、更新というものはあ

りますが、もしきちんと働き続ける意欲があり、ちゃんと就職していれば、更新を経た中でずっと住み

続けることもでき、あるいは今後、例えば結婚して定住ということも含めてできる制度ですので、その

意味で、この制度の中で区内企業に定着してくれればと考えているところでございます。 
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○あくつ委員 

 モンゴルは想像するだけでも遊牧の世界ですから、時間の感覚というものは多分相当。現代ですから

それほど違うことはないのかもしれませんけれども。有名なテレビドラマの舞台もモンゴルですから。

そのような感覚からすると、今のお話を聞いて、非常にそちらにも力を入れている、そして日本から高

専の先生も行かれているわけですから、多分その辺も力を入れて教えているのかなというところです。

滞在資格についてもよく分かりました。 

 ただ、将来的には起業、本国に戻って起業されたいということも、多分多くの皆さんも思っていると

ころかなというところなのですが、技人国の場合ですと、一定の条件の下で家族を呼び寄せたり、先ほ

どおっしゃったように結婚して日本に定住ということも、これからは考えられるのかなというところで、

そういったご相談があれば、各企業がご対応されているとは思うのですけれども、企業によってはその

ようなところのノウハウがやはり薄い、濃いとあると思いますので、これは要望ですけれども、しっか

り区としても、定住というところで、区にしっかり根づいていただくといったところで、ぜひ、そう

いったところを一重、二重、厚くしていただければと思います。 

○西村委員長 

 そのほかにご発言はございますか。 

○山本委員 

 これまでのご説明ありがとうございました。ほかの委員の方がお聞きになっていること以外で、何点

か教えてください。 

 まず人材確保・人材育成支援のところですけれども、モンゴル高専との、この交流事業ですが、やは

り足元、中小企業の製造業を中心として人材不足が深刻な状況の中で、これに対する人材確保の支援と

いうのは区としても重要な取組の１つであると認識しておりまして、ご説明のとおり、モンゴル高専と

の丁寧な関係性の構築、とてもすばらしいと思っています。ここまで、５年で２０名の方が区内で就職

されてやってきているというところで、多くの方が引き続き勤めているということでとてもよいことだ

と思うのですけれども、この状況についての認識とこれからの展望について伺いたいと思っています。 

 まず区として、今の区の中小企業の人材不足の状況をどう捉えているかというところで、この５年

で２０名というのは、これで十分かどうかというところで、多くの中の手段の一つとして取り組まれて

いるというところなのですが、これが、この数字に対してどのようにお考えかということと、企業から、

これまでのこの取組を通じて、モンゴル高専からの採用をもっともっとしていきたいというような声が

結構あるのかどうかということを教えていただきたい。これまで丁寧に進めていらっしゃって、これか

らどんどん増やしていきたいというお考えなどがもしあるのであれば、例えばどのように、モンゴル高

専は全部で３校あったり、ほかにもあるということだったので、どれぐらいの計画でどのように増やし

ていくというようなお考えがあるのかということもお聞かせください。 

 あと人材育成のほうのデジタル化のところです。これもなかなか中小企業でデジタル化が進められな

い、体力がなかなかない等が考えられる中で、セミナー体験会や人材育成の講座を開いて支援されてい

るということはとてもいい取組だと思うのですけれども、この中身のところで、実際それぞれを開催す

るに当たって、その参加状況、結構もう全部、すぐに埋まっていくような状況なのかということと、あ

とその参加された方々の感想、それを受けてどう思われているかというところについて、教えていただ

ければと思います。 

○小林商業・ものづくり課長 
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 ただいま大きく２つ、２分野のご質問をいただきました。 

 今後の展望といいますか、あるいは企業のニーズとしてどのようなところでしょうかというところな

のですけれども、モンゴルの事業につきまして、以前、例えば経済団体の方にご説明したときに、ああ、

品川区でもそのような事業をやっているのですねというぐらいな感じの受け止め方だったというものが、

実は正直なところです。その中で、何回か団体に足を運んで、このような取組が今このように進んでい

るという中で、実際やはり人手不足がある中で、会社の社長が、最初に我々に聞くよりも、まず「実際

採用してどうなっているの」と、ほかの実際に就職した会社の社長に聞いて、ではちょっと話を聞いて

みようかなというか、次にモンゴルに出張するときがあれば、見に行きたいかなというような話になっ

てきて、少しずつこの取組が広がっているということが、足元の就職の若手の採用というものが、例え

ば派遣会社なり、あるいは人材紹介のようなところにお金をかけても、やはりなかなかそこがうまく

いっていないということが同時にあるようで、委員ご指摘のとおり、規模感として別にそれで区内企業

のニーズを全て満たせるというわけではございませんけれども、一つ着実に成果を上げていく中で、こ

のようなものを取り入れる必要があるのかなと考える企業も増えていると考えております。 

 今後の展望といったときに、実はこの資料にありますように、やはりこの事業だけで全てうまくいく

わけではなくて、実際にやっていくに当たってはＤＸ化、例えばロボット化というところも含めた人の

問題の解決もありますし、あるいは既にいる、社内での人材育成というか、スキルアップというのです

か、能力向上のようなことをやっていく、あるいはその中で区として、支援として助成金のようなもの

を出す中で、そのような取組をよりやりやすいようにするといった、複層的なというのですか、幾つか

の手段を組み合わせる中で、このような取組を、人材の問題を解決していかなければいけないのだろう

なと考えておりますので、今日はモンゴルの事業に焦点を当ててご説明はしておりますけれども、幾つ

かこのような人材に関わるテーマというものを考えながら、うまく組み合わせて拡充をしていければと

考えているところでございます。 

 あとＤＸ・デジタル技術活用セミナーの状況でございますけれども、ＳＨＩＰで事業をやっていると

いうところで、規模感でいったらやはり３０人を一つの目安としまして、３０名大体埋まっているよう

な形になっております。感想としまして、先ほど経営層の方をまず意識的にというのですか、リーダー

となるような方を育成するような形でやっているのですけれども、皆さんおっしゃることが、自分の会

社で講師の方を呼んでこれをやれるかといったときに、やはり手間暇も含めて、お金の問題も含めて、

なかなかこのようなものはできないので、区の事業として、直接あるいはオンラインも含めてやってい

ただけるということは非常にありがたいというところで、そのような中では、このようなＤＸを会社と

してきちんとやっていかなければいけないのだという認識は、受講生の方にきちんと広まってきている

のかなと思っておりますので、この事業を継続してやっていきたいと考えています。 

○山本委員 

 答弁ありがとうございます。 

 まず人材確保のところ、モンゴル高専の取組というところで、幾つもある人材不足に対する打ち手の

中の一つというところで進めていただいているというところで理解しまして、区内企業にとっては日本

人の方がまず集まったらいいのかなという中で、それもなかなか集まらないところなので、このモンゴ

ル高専の方を採用しようかなという経緯があるのかなというところでございましたけれども、このよう

にして定着してくださっている方が多いということなので、引き続き丁寧に進めていただければと思い

ますし、さらに実績が積み上がれば、より多くの方々に来ていただいて広げていくということも、やは
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り足元の人材不足の解消の打ち手の一つにもなると思いますので、個人的にはこのパイプを太くしてい

くということもぜひご検討いただきたいなと思った次第です。これは要望になります。 

 ＤＸ化のところも、高い参加率と、それから満足度というところでございますので、引き続き続けて

いただくとともに、その経営層の方々が一巡した際には、やはり実務者の方々に向けてのセミナー等を

拡充していただければなと思っております。これも要望です。 

 あと創業・スタートアップ支援についてですけれども、これも品川区での地域経済の活性化というと

ころで、このような支援体制をそれぞれ進めていらっしゃるということはすごくいいことだと思ってい

ます。お聞きしたいところなのですけれども、ＳＨＩＰやほかのところも、それぞれ多くの入居者、利

用者の方がいらっしゃる、そして年数も経ってきているというところで、これまで入居して使われてき

た方々の成果です。例えば、先ほど五反田バレーアクセラレーションプログラムで、加速成長するよう

な、バックアップするような支援も取っていらっしゃるということで、創業を、スタートアップした企

業への支援を品川区として取っていった結果、それぞれの企業がどのように成長をしていったのかとい

う実績などが、それぞれあれば教えていただきたいと。例えば、売上げや規模、ここまで成長している

企業がこれだけあるですとか、そのような形での成果、実績というものがあれば教えていただきたいと

思います。 

○小林商業・ものづくり課長 

 ただいま創業・スタートアップ支援の中で成果といいますか、何か具体的な、例えば企業の取組とし

てどのようなものが出てきているかというお話でございますけれども、先ほど藤原委員から、具体的な

社名は出ませんでしたが、もともと五反田バレーという言葉が出る前に、西大井創業支援センターから

ということでいきますと、これは株式会社ＳＨＩＦＴという会社なのですけれども、この会社は今コン

ピューターソフトウエアなどの検査、チェックというものを企業から受託して、デバッグといいますか、

ミスがないかというようなチェックをやる事業でございますが、その会社は今もう、売上げでいくと年

間５００億円などになっているような企業が、もともとそのような企業が出てきたということが１つ、

大本の、西大井から出てきたという企業がございます。また、五反田バレーという言葉が出てきてから

というところでいきますと、お聞きになった方もいらっしゃるかもしれないのですけれども、五反田バ

レーの理事をされている企業でセーフィーという会社がありまして、ここはカメラ、クラウドカメラと

いうのですか、それを使って、例えば店員の動き、お客さんの動き、あるいは防犯も含めてですが、例

えば生産性の向上ということも含めてなのですけれども、カメラを使ったビジネス展開をやっている会

社がございまして、例えばユニクロや大手のコンビニエンスストアなどもそのようなものを入れてやっ

ているような会社で、ここは非常に有名なところがございまして、このようなところも出てきたりして

います。 

 あと五反田バレーアクセラレーションプログラムができてからということでいくと、まだそれほど年

数は経っていないのですけれども、その１期生の中には、先日雑誌を見ていましたら、『週刊東洋経済』

という雑誌があるのですが、今、「すごいベンチャー１００」という特集で１００社ずらっと出ている

のですけれども、その中に２社ぐらい出てきていて、注目もきちんと浴びているような、これは将来成

長するのだろうなというようにきちんと見られているというのですか、期待度の高いような企業も入っ

ているので、五反田バレーアクセラレーションプログラムの受講生の成長はまだまだこれからだとは

思っておりますが、先が楽しみな企業があるということで、そのような取組が１つでも増えるようにと

いうことでやっていきたいと考えております。 
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○山本委員 

 ご答弁ありがとうございます。この品川区が創業支援、スタートアップ支援をしている中で、このよ

うに企業が成長していっている実績があることはとてもすばらしいことだと思いました。 

 既にそのような民間の記事等で取り上げられているところもあると思いますが、せっかくですので、

やはり品川区としても、品川区の施設から大きく成長していったというところも、この施設のアピール

のポイントの１つになると思いますので、過去こういった企業が利用されて大きく飛躍していますとい

うようなものを見える化していくということも、今後利用者を増やしていくのにすごくいいのではない

かと思いましたので、ぜひご検討いただければ、そういった情報を少しまとめて発表するということも

ご検討いただければと思います。 

 もう一つ、創業支援施設等は、現状運営しているものは４つあるのですけれども、これは、要は稼働

率というか、利用率がどれぐらいの状況なのかということが分かれば教えていただきたいと。このＳＨ

ＩＰなどはコワーキングスペースなので、１対１で個室に対して１企業の割当てではないということは

理解しているのですが、先日議会報告会で利用させていただいたときにも、関係者の方にもお聞きしま

したが、平日は結構もうにぎわっていて、場所がなかなかいっぱいの状況になりつつあるのですという

ようなことをお聞きしまして、それぞれの施設、個室のところはもう個室として教えていただきたいの

ですけれども、要は、品川区の創業施設としてもう満杯の状況で、もう飽和状態にあるという状況なの

か、それとも程よく空きがある状況なのか、そういったところの状況と、それに対するお考え等を教え

ていただければと思います。 

○小林商業・ものづくり課長 

 ただいま稼働率のお話が、ＳＨＩＰを例に申し上げますと、個室といいますか、貸しオフィス

が１６部屋あるのですけれども、ＳＨＩＰはもうずっと満室になっておりまして、それは私が事務局長

をやっていたときから、１つ空くと、やはりすぐ手が挙がって、二、三社手を挙げて、その中で審査を

して、将来品川区でずっとやりますとか、あるいは事業計画がすばらしいとか、そのようなものを材料

にしながら、選んで入っていただいているようにしているところでございます。 

 コワーキングスペースのほうは、決まり切った席があるというわけではないというところではござい

ますけれども、活動していただく中で、やはり荷物をちょっと置いておきたいとか、郵便をきちんと法

人の住所としてそこで受けたいというところで、ロッカーをお貸ししているのです。メールボックスと

いいますか。それが今、もともとのものが満杯になっていたので、それをもって満杯といえば満杯なの

ですけれども、年末に、一つひとつのメールボックスを少し小型化する形で、もう少し入れるようにし

ました。郵便が使えるのだったら入りますという形で、もう少し使いたいですという方がいるので、か

なり稼働率が高い状況とは思っておりますけれども、もう少しＳＨＩＰのほうで受け入れることができ

るのかなと、そのように認識しています。 

○山本委員 

 ご説明ありがとうございます。ＳＨＩＰは非常に高い稼働率というか、多くの企業にも利用されてい

て、人気も高いということで理解しました。ちなみに、それ以外の３つの施設はどうなのでしょうか。

少し気になるので教えてください。 

○小林商業・ものづくり課長 

 それでは、武蔵小山創業支援センターと西大井創業支援センターを例に出しますけれども、武蔵小山

創業支援センターのほうは、コワーキングスペースというところで、そこを会員制と言っているような
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形ですが、全部で２４人分入っているような形になっておりまして、その中で２０社という形になって

おります。西大井創業支援センターが、会員という形で、同じようにコワーキングスペースを使えるよ

うなものを会員と呼んでいるのですけれども、３０社程度入れるように、３０プラス（オフィススペー

スの）４ですので、この西大井創業支援センターも比較的稼働率は高い状況になっていまして、あとは、

課題というところではございますが、その中で実際に使われている方だけではなくて、取引先とか、そ

のような中で人脈が広がるというような、イベントでより人を多く引き込むというか、巻き込むという

取組も大事だと思っておりますので、現在の入所者というのはご参考で今入れているのですけれども、

いろいろ交流会やイベントをやる中で、ふだん会員ではない方や、それ以外の方にもより多く訪れてい

ただきたいなというところも意識しながら今やっているところでございます。引き続き頑張っていきた

いと思っています。 

○山本委員 

 それぞれの施設がかなり満室に近い状況でご利用いただいているということで、また、その満室の中

でも、多くの方に来ていただくような工夫をして進めていただいているということで理解しまして、そ

のように進めていただきたいと思います。 

○西村委員長 

 そのほかにご発言のある方はいらっしゃいますか。 

○石田（ち）副委員長 

 この人材確保のところで、モンゴル高専のほうは確保策の１つということでご紹介いただきました。

冒頭でも、中小企業支援ということで、物価高騰等で大変だと、そして人材確保も苦慮しているという

ことを説明いただいたと思うのですけれども、この今の中小企業が人材確保に苦慮している理由、原因

というのを、区としてどのように考えているのか教えてください。 

○小林商業・ものづくり課長 

 区内中小企業が採用に苦労している理由でございますけれども、一つは、やはりどうしても大企業志

向というか、より大きなところで働きたいなという、今はどうしても、やはり学生や若い方にあるのだ

ろうなというところと、もう一つ、これから課題になっていくだろうなと考えていますものが、賃上げ

の問題がございまして、やはり大企業や、中堅企業のほうでいきますと、いろいろ新聞記事の中でも賃

上げというものを、これ今後春闘も含めてやっていきますという話は出ているのですけれども、そのス

ピードにきちんと中小企業が追いついていかないと、やはりそのようなところで魅力の差というものは

どうしても出てきてしまうのだろうと。そのような意味で、我々として直接、なかなか給料の部分を区

が助成するというわけにはいかないのですけれども、我々が実際融資あっ旋や助成金、あるいは本日ご

説明したような取組でやっていることは、そういった中で少しでも余力を企業の中につけていただいて、

賃上げをするような余力というのですか、経営基盤というようなものの厚みを少しでも増せるようにと

いうところで、我々ご支援しているところで、やはり中小企業のいろいろ経営課題というものは、今後

もいろいろあると思うのですけれども、人が集まるということがないと、会社としての活力というか、

なかなか元気も出てこないというところで、そのようなところの支援を、特に力を入れてやっていきた

いと考えているところでございます。 

○石田（ち）副委員長 

 大企業志向というか、要は中小企業の魅力というものがなかなか伝わっていない部分、知られていな

い部分があるのかなと。魅力があれば、大企業よりもやりがいのあるこちらでというような考えにも
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なっていくので、そうしたところでは、先ほど言われた、２つ目に言われた賃上げの部分です。賃金が

安い、なかなか苦しいということは、私たちも中小企業の方々からは聞いていることですので、周知の

事実だと思うのですけれども、中小企業独自で賃上げをしていくということは、本当に今大変だと思う

のです。消費税が１０％になった時点で仕入額が上がる、だけれども売るところで転嫁できない、そこ

にすごく苦労されている。そしてさらにそこにコロナが来て、そして今はコロナが終わったと思ったら

物価高騰だと、このように本当に大変な中で、どう存続させようかというところでは、人材確保はした

いけれどもどうしていこうかという分野だと思うのです。そのようなところで、今課長のおっしゃった、

区として賃上げに直接ということは難しいということでしたけれども、やはり区として国に言っていく

ことはすごく大事だと思うのです。中小企業を支援していく姿勢を持っているというところでは、中小

企業独自での賃上げは難しいと、今もう業者から声が出ているので、そこへの国の支援、そしてそこに

人材確保が進むということになっていくので、それはぜひ求めていっていただきたいなと思うのですけ

れどもいかがでしょうか。 

 あと、先ほど藤原委員からもありましたが、区としての就労支援、当時あったのは若者就業体験事業

ということで、要は中小企業と若者をマッチングさせれば、なかなかその魅力が伝わっていないけれど、

やってみたらいいではないかと。お互いです。それでマッチングさせていく事業ということで始められ

たのです。それでいろいろ、パソナなどが入って、まずスキルを磨くのです。社会人としてどうしてい

くかなど、そのようなスキルアップの講習をした上で、中小企業何社か紹介して、そこで四、五か月研

修をするのですけれども、その研修する間に区が給料を出すという。これがすごく魅力的で、やはりな

かなかできない中小業者の人材確保をすごく支援したということで、私もこの事業を紹介して二、三人

就業につなげたという経験があるので、使いやすいというか、いい事業なのだなと私も実感していたの

に、なくなったのです。そのときはなぜなくしたのだと言ったのですけれども、だから、今そのような

ことを区として進めていくときに、また来ているのではないかなと思うのですが、その辺はいかがで

しょうか。 

○小林商業・ものづくり課長 

 ただいま２つご意見、ご指摘をいただきました。 

 一つは賃上げに絡めてというところですけれども、国にいろいろ要望してはどうかというお話でござ

います。賃上げに関しましては、今、国のほうもいろいろ賃上げに向けてというところで、助成金の拡

充ですとか、あるいは経済団体ですとか、あるいは労働者の団体も含めてですけれども、そのようなと

ころにいろいろ要望も求めて、取組をやっているところでございます。区として今やるべきものとして、

中小企業が、短期的にということではなくて、継続的にきちんとやっていけるということでいきますと、

瞬間的な取組、何か助成金をということよりは、きちんとした人材の、例えば定着の部分、あるいは継

続的に雇用を安定的にやっていくような仕組みづくりというところが大事だと考えておりますので、少

しいろいろ難しいところではございますけれども、区としてまずやるべきところを、足元をしっかり

やっていきたいなと考えているところでございます。 

 もう一つ、若者の就業相談と、就業支援というか、マッチングというような話をいただきました。現

在区のほうで、中小企業センターの中で、いわゆるハローワーク的な部分と、あと就業相談、先ほど会

社名も出たようなところが今実際にやっているところですけれども、女性や若者を対象として、今後ど

のように、例えば自分のキャリア、仕事を見つけていくといいのか、仕事の悩みも含めて、そのような

相談をやっているところでございます。そのようなものがソフト事業として継続しているところでござ
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いまして、そういう中で、単純に今仕事をすぐどうこうするということだけではなくて、自分が今後、

例えばどのような仕事をしていきたいか、あるいは子育てを経てどのように仕事をしていきたいのかと

か、そのようなところも含めた、伴走型といいますか、ある程度寄り添った支援というものをきちんと

やっていきたいなと考えているところでございます。 

○石田（ち）副委員長 

 若者就業体験事業のほうは、今相談というところから丁寧に継続したものにということですけれども、

相談した先にそういった支援事業もまたあると、さらにつながって定着していくのではないかなと思い

ますので、ぜひそこを検討していただきたいなと思います。本当に、今物価高騰で大変だ、電気代が上

がって大変だとか、そのようなところでの支援というものは本当に重要なので、やっていただきたいの

ですが、それをずっと、ずっと必要としていたのです。中小企業は。物価高騰とか、電気代が大変でと

かではなくて、ずっと、もう本当に支援が必要な企業だったので、そこにようやくそのような支援が

入って、支援策が来ることで、大変なのだけれども以前より少し回るようになったというような企業も

あったりするのです。ですから、本当にその支援を継続的に、区としても実施していく必要があるし、

しっかりと、それをそのときだけの支援にせずに継続的にするためには、やはり国にしっかり物を言っ

ていかなければいけないなと思いますので、ここはお願いしたいと思います。 

○西村委員長 

 そのほかによろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○西村委員長 

 ではまた１点だけ。 

 ご準備いただきましてありがとうございました。 

 五反田バレーの認知が広がってきているのはどうしてですかということを伺おうと思ったのですけれ

ども、皆さんからご質問いただいて、五反田バレーの企業の皆さんが本当に努力されて、結果を出して

いらっしゃるからだということがよく分かりまして、伺いたいことが、区内企業や商店街との連携が進

んでいたかと思うのですけれども、コロナ禍で少し縮小した部分もあろうかと思っていまして、今実際

にどのような連携が進んでいるのかお聞かせいただきたいということと、あとブランディングでいうと、

この間ホリエモンさんの「MAKE MONEY SURVIVE」というインターネット番組も五反田バレーを特集され

ていたので、そのときの結果なども改めて伺えればと思います。 

○小林商業・ものづくり課長 

 ただいま２つご質問といいますか、ご意見いただきました。 

 一つが五反田バレーと区内企業との連携のようなものがどう進んでいるかという話でございます。区

内企業と、例えば今やっている事業としまして、先ほども少し話題に出ました、デジタルやＤＸをどう

企業の中に取り入れていくかなどというお話になるわけですけれども、今その五反田バレーも入る形、

あるいは五反田バレー以外のＩＴ企業も含めてという形ですが、企業の中で新しいプロジェクトをやる

ときに、当然社内にはそのような人材がいない、そのようなところをお手伝いするマッチングのような

ものを助成金を入れてやっておりまして、今年度でいくと４社なのですけれども、そのような取組を入

れて、今まで交わることもなかったというか、区内中小企業と五反田バレー、あるいは品川区以外のＩ

Ｔ企業も含めてですが、そのようなところをつなげる形で新しいチャレンジというか、そのようなもの

をやるというところで、新しい刺激になっているのかなというところで、いろいろそのようなお声も、



－42－ 

期待もいただいているようなところでございます。 

 あともう一つ、ホリエモンのというお話がありまして、これはちょうど決算特別委員会をやってい

た１０月の総括質疑の日だったのですけれども、堀江貴文さん、ホリエモンさんがＳＨＩＰに来られま

して、それは番組をYouTubeで持っていまして、４人の投資家が若手起業家のプレゼンを聞いてお金を

出すか出さないかということをやる、そのような番組なのですけれども、ちょうど五反田バレーを特集

しようという話で、スタジオが空いていないのでどこかいいところないですかというところで、ではＳ

ＨＩＰをお貸ししますという形でＳＨＩＰをお貸ししまして、当日は４人がチャレンジして、武蔵小山

創業支援センターから女性起業家が２人、あと本日説明した五反田バレーアクセラレーションプログラ

ムの企業から２社、合計４人がやりました。当日は２本撮りになっていまして、第１ラウンドは４人全

滅でした。それで、第２ラウンドが五反田バレーのところだったのですけれども、４社中３社がお金出

してもいいですという形で出ていまして、YouTubeでも今、そのうちの１社は見られるようになってお

りまして、介護とＩＴを組み合わせるような、そのような提案をしたことで、その方は若手というより

は、どちらかというとシニアの起業家なのですけれども、お金出していいよという形で、その放映部分

と、あと終わってからもちょっと見ていたのですけれども、このようなものは生命保険会社などの保険

会社に持っていくと一つビジネスになるからなど、いろいろアドバイスもいただいていたようで、その

ような意味でも、その番組収録も含めてですけれども、起業家の方たちにお金を出したいという、その

ような方たちも含めて、ＰＲになっているのかなということがありますので、そのようなチャンスは今

後あると思いますので、そのような形で情報発信をさらにしていきたいと思っております。 

○西村委員長 

 ありがとうございます。 

 では、ご発言がなければ、以上で本件および所管事務調査を終了いたします。 

                                              

３ 行政視察報告書について 

○西村委員長 

 次に予定表３、行政視察報告書についてを議題に供します。 

 既にお手元に配付しておりますが、昨年１１月７日の委員会終了後に行いました報告会の記録を基に、

報告書を調製させていただきました。 

 このような形で議長に報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○西村委員長 

 ありがとうございます。 

 それでは、この内容で議長に報告させていただきます。 

 以上で本件を終了いたします。 

                                              

４ その他 

○西村委員長 

 最後に、予定表４のその他を議題に供します。 

 その他で何かございますでしょうか。 

○三井スポーツ推進課長 
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 私からは、ホッケー女子日本代表さくらジャパンのパリ五輪出場の決定について、ご報告いたします。 

 ホッケー女子日本代表は、パリ五輪最終予選を１月１３日からインドで行っておりました。１８日に

は準決勝でアメリカに１対２で敗戦してしまったのですが、五輪最後の切符一枠をかけて、先週の金曜

日、１９日に３位決定戦を行いました。こちらが格上のインドとの対戦だったのですが、見事１対０で

勝利をいたしました。その結果として、パリ五輪の切符を勝ち取りまして、ホッケー女子日本代表は、

これで６大会連続の五輪出場ということで勝ち上がってまいりましたので、区としましては、昨年ホッ

ケータウンにも認定されたということで、今後もホッケーを応援していきたいと思います。 

○西村委員長 

 説明が終わりました。 

 それでは、本件に関しまして、ご質疑等がございましたらお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○西村委員長 

 それでは、ご発言がないようですので、以上で本件を終了いたします。 

 そのほかに、その他で何かございますか。 

 ないようですので、以上でその他を終了いたします。 

 以上で本日の予定は全て終了いたしました。 

 これをもちまして区民委員会を閉会いたします。 

○午後４時１６分閉会 

 


